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岐阜県公安委員会事務専決規程 〔昭和41年10月25日岐阜県公安委員会規程第３

号〕 

 

改正 昭42県公委規程４号、昭44県公委規程１号・同12月24日県公委規程５号、

昭47県公委規程８号、昭48県公委規程１号・同７号、昭51県公委規程２号、昭

53県公委規程２号、昭56県公委規程２号・同３号・同５号・同７号、昭 57県公

委規程１号・同３号、昭59県公委規程２号、昭60県公委規程１号・同２号、昭

62県公委規程１号・同４号・同５号、平元県公委規程１号・同３号、平２県公

委規程４号・同５号、平３県公委規程２号、平４県公委規程２号・同３号、平

５県公委規程２号・同４号、平６県公委規程３号・同７号、平７県公委規程１

号・同２号・同４号、平８県公委規程１号・同３号、平９県公委規程３号、平

10県公委規程２号・同４号・同６号、平11県公委規程１号・同３号、平12県公

委規程２号・同４号・同５号・同６号、平 13県公委規程２号、平14県公委規程

３号・同10号・同12号、平15県公委規程２号・同３号・同４号、平 16県公委規

程３号・同４号、平17県公委規程４号・同13号、平18県公委規程３号・同６号・

同７号・同10号・同12号、平19県公委規程３号・同６号・同７号・同 10号、平

20年県公委規程１号・同５号・同６号・同８号、平21県公委規程３号・同５号・

同７号、平22県公委規程２号・同３号・同４号、平成 23年県公委規程１号・同

２号、平成24年県公委規程２号・同４号、平成25年県公委規程２号、平成26年

県公委規程１号・同５号、平成27年県公委規程８号、平成28年県公委規程２号・

同５号・同７号、平成29年県公委規程１号・同４号・５号、平成30年県公委規

程２号、令和３年県公委規程３号、令和４年県公委規程３号・同９号、令和５

年県公委規程５号・同６号・同８号・同 13号、令和６年県公委規程２号・同５

号・同７号・同９号・令和７年県公委規程６号・同10号・令和８年県公委規程

１号 

 （目的） 

第１条 この規程は、岐阜県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の権限

に属する事務を能率的にかつ適正に処理するため、岐阜県警察本部長（以下「本

部長」という。）が公安委員会の名において決裁処理（以下「専決」という。）

することができる事務について必要な事項を定めることを目的とする。  
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 （専決の範囲） 

第２条 本部長は、公安委員会の権限に属する事務のうち、別表に定める事項（以

下「専決事項」という。）について、これを専決することができる。ただし、

特に重要若しくは異例と認められるもの、又は公安委員会が特に指示した事項

については、この限りでない。  

 （部課長等の専決） 

第３条 本部長は、前条に定める専決事項のうち、定例、軽易な事項については、

警察本部の部長、総務室長、課長及び隊長並びに警察署長その他本部長の定め

る者に専決させることができる。  

 〔昭51県公委規程２号昭56県公委規程３号平17県公委規程４号・本条一部改正〕 

   附 則 

１ この規程は、昭和41年11月１日から施行する。ただし、銃砲刀剣類所持等取

締法（昭和23年法律第６号）第５条の３、同法第７条の２及び火薬類取締法（昭

和25年法律第149号）第50条の２の規定による専決事項は、昭和42年１月１日か

ら施行する。 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。  

 (1) 金属くず営業に関する条例取扱規程（昭和 32年岐阜県公安委員会規程第１

号） 

 (2) 岐阜県風俗営業等取締法施行条例等取扱規程（昭和 34年岐阜県公安委員会

規程第１号） 

 (3) 火薬類取締法令取扱規程（昭和36年岐阜県公安委員会規程第１号）  

 (4) 銃砲刀剣類所持等取締法等取扱規程（昭和 38年岐阜県公安委員会規程第２

号） 
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別 表 

区 分 専    決    事    項 

 第60条第１項の規定に基づく、次に掲げる援助の要求又は応援派

遣 

１ 西東海広域捜査隊 

２ 緊急を要する場合の航空機等  

３ 緊急を要し、かつ、その期間が 10日を越えない通訳官及び捜

査員 

４ 犯罪捜査共助規則（昭和 32年国家公安委員会規則第３号）第

13条に基づく専門捜査員の派遣の要求及び派遣に関すること。  

５ 警察災害派遣隊即応部隊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第11条第２項の規定による共同審査請求人に対する総代の互

選の命令 

２ 第13条第１項の規定による利害関係人の審査請求への参加の

許可 

３ 第13条第２項の規定による利害関係人の審査請求への参加の

要求 

４ 第15条第６項の規定による審査請求人の地位の承継の許可  

５ 第16条の規定による標準審理期間の設定  

６ 第22条第１項の規定による誤った教示をした場合の審査請求

書の送付及び通知 

７ 第23条の規定による審査請求書の補正の命令  

８ 第29条第２項の規定による弁明書の提出要求  

９ 第29条第５項の規定による弁明書の受理及び送付  

10 第30条第１項の規定による反論書の提出期間の決定及び通知

並びに受理 

11 第30条第２項の規定による意見書の提出期間の決定及び通知

並びに受理 

12 第30条第３項の規定による反論書及び意見書の送付  

13 第31条第１項の規定による口頭意見陳述の機会の付与  
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14 第31条第２項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指

定 

15 第31条第３項の規定による口頭意見陳述における補佐人の出

頭許可 

16 第31条第４項の規定による口頭意見陳述における陳述の制限  

17 第31条第５項の規定による口頭意見陳述における質問の許可  

18 第32条第１項及び第２項の規定による証拠書類等の受理  

19 第32条第３項の規定による証拠書類等を提出すべき提出期間

の決定及び通知 

20 第33条の規定による物件の提出要求   

21 第34条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求  

22 第35条第１項の規定による検証の実施  

23 第35条第２項の規定による検証の通知  

24 第36条の規定による審理関係人への質問  

25 第37条第１項及び第２項の規定による審理関係人の招集及び

意見聴取 

26 第37条第３項の規定による審理手続の終結予定時期の通知  

27 第38条第１項の規定による提出書類等の閲覧等の許可  

28 第38条第２項の規定による提出書類等の閲覧等に係る意見聴

取 

29 第38条第３項の規定による提出書類等の閲覧の日時及び場所

の指定 

30 第39条の規定による審理手続の併合又は分離  

31 第41条第３項の規定による審理手続の終結の通知  

32 第53条の規定による証拠書類等の返還  

33 第85条の規定による裁決等の公表  
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 １ 第12条第１項の規定による請求に係る公文書を公開するかど

うかの決定事務（その全部を公開することについて既に意思決

定され、その後の事情の変更等がないものを除く。）を除く条

例の施行に関する事務  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第77条の規定による開示請求の受理及び補正  

２ 第83条第２項の規定による開示決定等の期間の延長並びに延

長後の期間及び理由の通知  

３ 第84条の規定による開示決定等の期限の特例の適用及び同条

を適用する旨等の通知  

４ 第85条第１項の規定による事案の移送及び通知  

５ 第86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与

及び通知 

６ 第91条の規定による訂正請求の受理及び補正  

７ 第94条第２項の規定による訂正決定等の期間の延長並びに延

長後の期間及び理由の通知  

８ 第95条の規定による訂正決定等の期限の特例の適用及び同条

を適用する旨等の通知  

９ 第96条第１項の規定による事案の移送及び通知  

10 第97条の規定による保有個人情報の提供先への通知 

11 第99条の規定による利用停止請求の受理及び補正  

12 第 102条第２項の規定による利用停止決定等の期間の延長並

びに延長後の期間及び理由の通知  

13 第 103条の規定による利用停止決定等の期限の特例の適用及

び同条を適用する旨等の通知  

14 第 105条第３項において準用される同条第１項の規定による

審査会への諮問 

15 第 105条第３項において準用される同条第２項の規定による

審査会へ諮問した旨の通知  

16 第146条第１項の規定による報告の徴収  
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 １ 第40条第３項の規定による個人情報保護委員会への報告  

 

 

 

 

 １ 第10条の規定による犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の

申請の受理 

２ 第12条第１項の規定による仮給付金を支給する旨の決定  

３ 第13条第１項の規定による関係人に対する報告命令、物件の

提出命令、出頭命令又は受診命令  

４ 第13条第２項の規定による公務所又は公私の団体への照会及

び報告聴取 

５ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関

する法律施行規則（昭和 55年国家公安委員会規則第６号。以下

この項において「規則」という。）第 19条の規定による損害賠

償を受けた旨の届出の受理  

６ 規則第20条第１項の規定による犯罪被害者等給付金の支給に

係る裁定の通知、当該裁定の申請の却下の通知、又は仮給付金

を支給する旨の決定の通知  

７ 規則第20条第２項の規定による犯罪被害者等給付金支払請求

書又は仮給付金支払請求書の交付  

８ 規則第23条第２項の規定による申請書に添付しなければなら

ない書類の省略 
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１  第２条の規定による指定の公示  

２  第３条第１項の規定による第１条第１項第１号又は第２号に

掲げる事項（名称を除く。）の変更に係る届出書の受理  

３  第３条第２項の規定による第１条第１項第３号に掲げる事

項、同条第２項第６号の事業規程又は同項第７号の情報管理規

程の変更の承認 

４ 第３条第３項の規定による変更に係る公示  

５ 第３条第４項の規定による第１条第２項第１号から第５号ま  

でに掲げる書類又は同項第８号から第 10号までに掲げる書類の  

内容の変更に係る書類の受理  

６ 第８条第１項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理  

７ 第８条第２項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理 

８ 第８条第３項の規定による財政の状況又はその事業の運営  

に関する報告又は資料の提出の要求  

９ 第11条の規定による関係機関への意見聴取  

10 第12条の規定による指定の取消しの公示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第６条第１項の規定による給付金の支給に係る裁定の申請の

受理 

２ 第８条第１項の規定による関係人に対する報告命令、物件の

提出命令、出頭命令又は受診命令  

３ 第８条第２項の規定による公務所又は公私の団体への照会及

び報告聴取 

４ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に

関する法律施行規則（平成 20年国家公安委員会規則第 20号。以

下この項において「規則」という。）第３条第１項の規定によ

る給付金の支給に係る裁定の通知又は当該裁定の申請の却下の

通知 

５ 規則第３条第２項の規定による給付金支払請求書の交付  
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 １ 第９条第１項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係

る裁定の申請の受理  

２ 第13条第１項の規定による申請をした者その他の関係人に対

する報告命令、文書その他の物件の提出命令、出頭命令又は受

診命令 

３ 第13条第２項の規定による外務省その他の公務所又は公私の

団体に対する必要な事項の報告その他の協力の要請  

４ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則（平成 28

年国家公安委員会規則第 23号。以下この項において「規則」と

いう。）第10条第１項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支

給に関する裁定の通知又は当該裁定の申請の却下の通知  

５ 規則第10条第２項の規定による国外犯罪被害弔慰金等支払請

求書の交付 

 

 １ 第29条第１項の規定による変更届出の受理  

２ 第29条第２項の規定による変更事項の公示  

３ 第29条第３項の規定による記載事項変更届出の受理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号
） 

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六 

二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
） 

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条第１項の規定による営業の許可  

２ 第３条第２項の規定による条件の付加及び変更  

３ 第５条第１項の規定による許可申請書の受理  

４ 第５条第２項の規定による許可証の交付  

５ 第５条第３項の規定による不許可の通知  

６ 第５条第４項の規定による許可証の再交付  

７ 第７条第１項の規定による相続の承認  

８ 第７条第５項（第７条の２第３項及び第７条の３第３項にお

いて準用する場合を含む。）及び第９条第４項の規定による許

可証の書換え 

９ 第７条第６項並びに第 10条第１項及び第３項の規定による許

可証の返納の受理 

10 第７条の２第１項の規定による法人の合併の承認  

11 第７条の３第１項の規定による法人の分割の承認  

12 第９条第１項及び第２項の規定による営業所の構造又は設備

の変更承認 

13 第９条第３項の規定による営業所の構造又は設備の変更等の

届出の受理 

14 第９条第５項の規定による特例風俗営業者の営業所の構造又

は設備の変更の届出の受理  

15 第10条の２第１項の規定による特例風俗営業者の認定  

16 第10条の２第２項の規定による特例風俗営業者の認定申請書

の受理 

17 第10条の２第３項の規定による認定証の交付  

18 第10条の２第４項の規定による不認定の通知  

19 第10条の２第５項の規定による認定証の再交付  

20 第10条の２第７項及び第９項の規定による認定証の返納の受

理 

21 第20条第２項の規定による遊技機の認定  

22 第20条第４項の規定による遊技機の検定  
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23 第20条第10項において準用する第９条第１項及び第２項の規

定による遊技機の増設、交替等の変更の承認  

24 第20条第10項において準用する第９条第３項第２号の規定に

よる遊技機の変更等の届出の受理  

25 第24条第５項の規定による営業所の管理者の解任勧告  

26 第24条第６項の規定による管理者講習の実施  

27 第27条第１項の規定による店舗型性風俗特殊営業の届出の受

理 

28 第27条第２項の規定による店舗型性風俗特殊営業の廃止又は

変更の届出の受理 

29 第27条第４項の規定による店舗型性風俗特殊営業届出確認書

の交付 

30 第31条第１項の規定による店舗型性風俗特殊営業の停止標章

のはり付け 

31 第31条第２項及び第３項の規定による店舗型性風俗特殊営業

の停止標章の除去申請の受理及び除去  

32 第31条の２第１項の規定による無店舗型性風俗特殊営業の届

出の受理 

33 第31条の２第２項の規定による無店舗型性風俗特殊営業の廃

止又は変更の届出の受理  

34 第31条の２第４項の規定による無店舗型性風俗特殊営業届出

確認書の交付 

35 第31条の４第２項の規定による無店舗型性風俗特殊営業のは

り紙等の除却 

36 第31条の７第１項の規定による映像送信型性風俗特殊営業の

届出の受理 

37 第31条の７第２項において準用する第31条の２第２項の規定

による映像送信型性風俗特殊営業の廃止又は変更の届出の受理  

38 第31条の７第２項において準用する第31条の２第４項の規定

による映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付  
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39 第31条の９第２項の規定による自動公衆送信装置設置者に対

する勧告 

40 第31条の９第３項の規定による勧告前の総務大臣との協議  

41 第31条の10及び第31条の11第２項第２号の規定による年少者

の利用防止のための命令 

42 第31条の12第１項の規定による店舗型電話異性紹介営業の届

出の受理 

43 第31条の12第２項において準用する第27条第２項の規定によ

る店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の届出の受理  

44 第31条の12第２項において準用する第27条第４項の規定によ

る店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付  

45 第31条の16第１項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停

止標章のはり付け  

46 第31条の16第２項及び第３項の規定による店舗型電話異性紹

介営業の停止標章の除去申請の受理及び除去  

47 第31条の17第１項の規定による無店舗型電話異性紹介営業の

届出の受理 

48 第31条の17第２項において準用する第31条の２第２項の規定

による無店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更の届出の受理  

49 第31条の17第２項において準用する第31条の２第４項の規定

による無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付  

50 第31条の19第２項の規定による無店舗型電話異性紹介営業の

はり紙等の除却 

51 第31条の６第１項及び第３項、第31条の11第１項及び第３項、

第31条の21第１項及び第３項並びに第 35条の４第３項及び第５

項の規定による処分移送通知書の送付  

52 第31条の22の規定による特定遊興飲食店営業の許可  

53 第31条の23において準用する第３条第２項の規定による条件

の付加及び変更 

54 第31条の23において準用する第５条第１項の規定による許可
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申請書の受理 

55 第31条の23において準用する第５条第２項の規定による許可

証の交付 

56 第31条の23において準用する第５条第３項の規定による不許

可の通知 

57 第31条の23において準用する第５条第４項の規定による許可

証の再交付 

58 第31条の23において準用する第７条第１項の規定による相続

の承認 

59 第31条の23において準用する第７条第５項（第７条の２第３

項及び第７条の３第３項において準用する場合を含む。）及び

第９条第４項の規定による許可証の書換え  

60 第31条の23において準用する第７条第６項並びに第10条第１

項及び第３項の規定による許可証の返納の受理  

61 第31条の23において準用する第７条の２第１項の規定による

法人の合併の承認 

62 第31条の23において準用する第７条の３第１項の規定による

法人の分割の承認 

63 第31条の23において準用する第９条第１項及び第２項の規定

による営業所の構造又は設備の変更承認  

64 第31条の23において準用する第９条第３項の規定による営業

所の構造又は設備の変更等の届出の受理  

65 第31条の23において準用する第９条第５項の規定による特例

風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更の届出の受理  

66 第31条の23において準用する第10条の２第１項の規定による

特例風俗営業者の認定  

67 第31条の23において準用する第10条の２第２項の規定による

特例風俗営業者の認定申請書の受理  

68 第31条の23において準用する第10条の２第３項の規定による

認定証の交付 
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69 第31条の23において準用する第10条の２第４項の規定による

不認定の通知 

70 第31条の23において準用する第10条の２第５項の規定による

認定証の再交付 

71 第31条の23において準用する第10条の２第７項及び第９項の

規定による認定証の返納の受理  

72 第31条の23において準用する第24条第５項の規定による営業

所の管理者の解任勧告  

73 第31条の23において準用する第24条第６項の規定による管理

者講習の実施 

74 第33条第１項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業

の届出の受理 

75 第33条第２項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業

の廃止又は変更の届出の受理  

76 第37条第１項の規定による風俗営業者等に対する業務報告又

は資料提出の要求 

77 第37条第３項の規定による身分を示す証明書の発行  

78 第38条第５項の規定による少年指導委員に対する研修の実施  

79 第38条の２第２項の規定による少年指導委員に対する指示  

80 第38条の２第３項の規定による報告の受理  

81 第41条第２項の規定による聴聞の期日及び場所等の通知及び

公示 

82 第41条の３第１項の規定による国家公安委員会への報告  

83 第41条の３第２項の規定による他の公安委員会への通報  

84 第42条の規定による飲食店営業、浴場業営業、興行場営業及

び旅館業の停止を命じたときの当該営業の所轄庁に対して行う

処分の通知 

85 第44条の規定による団体の結成届出の受理  

86 第25条、第29条、第31条の４第１項、第31条の６第２項第１

号、第31条の９第１項、第31条の11第２項第１号、第31条の14、
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第31条の19第１項、第31条の21第２項第１号、第31条の24、第

34条第１項並びに第35条の４第１項及び第４項第１号の規定に

よる指示 

87 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

（昭和60年国家公安委員会規則第１号。以下この項において「施

行規則」という。）第６条の４第１項の規定による聴聞決定予

定日の通知 

88 施行規則第６条の４第２項の規定による聴聞決定予定日通知

書の交付 

89 施行規則第10条第３項及び第20条第４項の規定による風俗営

業管理者証の交付 

90 施行規則第13条第１項の規定による相続承認申請書の受理  

91 施行規則第14条第１項の規定による法人の合併承認申請書の

受理 

92 施行規則第15条第１項の規定による法人の分割承認申請書の

受理 

93 施行規則第16条第１項の規定による相続又は法人の合併若し

くは分割の承認通知  

94 施行規則第16条第２項の規定による相続又は法人の合併若し

くは分割の不承認通知  

95 施行規則第19条第１項の規定による営業所の構造又は設備の

変更及び遊技機の変更承認申請書の受理  

96 施行規則第22条において準用する施行規則第16条第１項の規

定による変更の承認通知  

97 施行規則第22条において準用する施行規則第16条第２項の規

定による変更の不承認通知  

98 施行規則第37条の規定による風俗営業所管理者の兼任の承認  

99 施行規則第40条第１項の規定による管理者講習の通知  

100 施行規則第40条第２項の規定による不受講理由書の受理  

101 施行規則第44条第２項の規定による店舗型性風俗特殊営業届
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出確認書不交付通知書の交付  

102 施行規則第45条の規定による店舗型性風俗特殊営業届出確認

書の再交付 

103 施行規則第46条の規定により返納される店舗型性風俗特殊営

業届出確認書の受理  

104 施行規則第55条第２項において準用する施行規則第 44条第２

項の規定による無店舗型性風俗特殊営業届出確認書不交付通知

書の交付 

105 施行規則第55条第２項において準用する施行規則第 45条の規

定による無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付  

106 施行規則第55条第２項において準用する施行規則第 46条の規

定により返納される無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の受理  

107 施行規則第61条第２項において準用する施行規則第 45条の規

定による映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付  

108 施行規則第61条第２項において準用する施行規則第 46条の規

定により返納される映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の受

理 

109 施行規則第66条第２項において準用する施行規則第44条第２

項の規定による店舗型電話異性紹介営業届出確認書不交付通知

書の交付 

110 施行規則第66条第２項において準用する施行規則第 45条の規

定による店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付  

111 施行規則第66条第２項において準用する施行規則第 46条の規

定により返納される店舗型電話異性紹介営業届出確認書の受理  

112 施行規則第72条第２項において準用する施行規則第 45条の規

定による無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付  

113 施行規則第72条第２項において準用する施行規則第 46条の規

定により返納される無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の受

理 

114 施行規則第74条の３において準用する施行規則第６条の４第
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１項の規定による特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定

日の通知 

115 施行規則第74条の３において準用する施行規則第６条の４第

２項の規定による特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定

日通知書の交付 

116 施行規則第78条第２項において準用する施行規則第 10条第３

項及び施行規則第88条第４項の規定による特定遊興飲食店営業

管理者証の交付 

117 施行規則第81条において準用する施行規則第 13条第１項の規

定による相続承認申請書の受理  

118 施行規則第82条において準用する施行規則第 14条第１項の規

定による法人の合併承認申請書の受理  

119 施行規則第83条において準用する施行規則第 15条第１項の規

定による法人の分割承認申請書の受理  

120 施行規則第84条において準用する施行規則第 16条第１項の規

定による相続又は法人の合併若しくは分割の承認通知  

121 施行規則第84条において準用する施行規則第 16条第２項の規

定による相続又は法人の合併若しくは分割の不承認通知  

122 施行規則第87条第１項の規定による営業所の構造又は設備の

変更の変更承認申請書の受理  

123 施行規則第90条において準用する施行規則第 16条第１項の規

定による営業所の構造又は設備の変更の承認通知  

124 施行規則第90条において準用する施行規則第 16条第２項の規

定による営業所の構造又は設備の変更の不承認通知  

125 施行規則第97条第１項において準用する施行規則第 37条の規

定による特定遊興飲食店営業所管理者の兼任の承認  

126 施行規則第97条第４項において準用する施行規則第 40条第１

項の規定による管理者講習の通知  

127 施行規則第97条第４項において準用する施行規則第 40条第２

項の規定による不受講理由書面の受理  
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128 施行規則第 110条の規定による風俗環境保全協議会の委員の

委嘱 

129 少年指導委員規則（昭和 60年国家公安委員会規則第２号）第

８条の規定による解嘱のための弁明の機会の通知  

130 風俗環境浄化協会等に関する規則（昭和 60年国家公安委員会

規則第３号。以下「浄化協会規則」という。）第２条及び第３条

第２項の規定による名称等の公示  

131 浄化協会規則第３条第１項の規定による変更の届出の受理  

132 浄化協会規則第５条第１項の規定による事業計画書及び収支

予算書の受理 

133 浄化協会規則第５条第２項の規定による事業報告書及び収支

決算書の受理 

134 浄化協会規則第５条第３項の規定による報告又は資料の提出

要求 

135 浄化協会規則第６条の規定による役員又は調査員の解任の勧

告 

136 浄化協会規則第７条の規定による指定の取消しの公示  

137 浄化協会規則第９条第４項の規定による風俗環境浄化協力団

体に対する必要な助言、指導その他の措置  

138 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和 60年国家

公安委員会規則第４号）第１条第２項の規定による遊技機の認

定申請書の受理 

139 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第１条の２の規

定による遊技機の認定申請に係る補正の要求  

140 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第２条の規定に

よる遊技機の認定に関する試験等  

141 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第３条第１項及

び第２項の規定による遊技機の認定通知  

142 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第３条第３項の

規定による遊技機の不認定通知  
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143 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第５条第２項の

規定による遊技機の認定の取消しに関する弁明の機会の付与  

144 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第５条第３項の

規定による遊技機の認定取消通知  

145 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条第１項の

規定による遊技機の検定申請書の受理  

146 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第１

項の規定による確認  

147 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第２

項の規定による確認申請書の受理  

148 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第３

項の規定による確認証明書の交付  

149 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第４

項の規定による変更届出書の受理  

150 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第５

項の規定による廃止届出書の受理  

151 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の２第７

項の規定による確認の取消通知  

152 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第７条の３の規

定による遊技機の検定申請に係る補正の要求  

153 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第８条の規定に

よる遊技機の検定に関する試験等  

154 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第９条第１項及

び第２項の規定による遊技機の検定通知及び公示 

155 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第 11条第３項の

規定による遊技機の検定の取消しにかかる弁明の機会の付与  

156 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第 11条第４項の

規定による遊技機の検定取消通知及び公示  

157 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第 12条第１項の

規定による指定試験機関への試験事務の委託の公示  
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158 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第 29条第１項の

規定による試験事務の委託後の公安委員会による試験事務の実

施 

159 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第 29条第２項の

規定による試験事務の委託後の公安委員会による試験事務の実

施についての公示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第４条の規定による警備業の認定の申請の受理  

２ 第４条の規定による警備業の認定  

３ 第５条第２項の規定による通知  

４ 第５条第３項の規定による通知  

５ 第７条第１項の規定による認定の更新の申請の受理  

６ 第７条第２項の規定による認定の更新  

７ 第７条第３項の規定による更新できない旨の通知  

８ 第９条の規定による営業所の設置等の届出の受理  

９ 第10条第１項の規定による廃止の届出の受理  

10 第11条第１項の規定による変更の届出の受理  

11 第11条第２項の規定による他の公安委員会への通知  

12 第11条第３項において準用する同条第１項の規定による変更

の届出の受理 

13 第12条の規定による死亡等の届出の受理 

14 第16条第２項の規定による服装の届出の受理  

15 第16条第３項において準用する第11条第１項の規定による変

更の届出の受理 

16 第17条第２項において準用する第16条第２項の規定による護

身用具の届出の受理  

17 第17条第２項において準用する第11条第１項の規定による変

更の届出の受理 

18 第22条第２項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

交付の申請の受理 
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19 第22条第２項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

交付 

20 第22条第２項第１号の規定による警備員指導教育責任者講習

の受講の申込みの受理  

21 第22条第２項第１号の規定による警備員指導教育責任者講習

の実施 

22 第22条第２項第２号の規定による警備員指導教育責任者講習

の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認め

る者の認定   

23 第22条第４項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

不交付の決定 

24 第22条第５項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

書換えの申請の受理  

25 第22条第５項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

書換え 

26 第22条第６項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

再交付の申請の受理  

27 第22条第６項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

再交付 

28 第22条第７項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の

返納の命令 

29 第22条第７項の規定による命令を受けて返納された警備員指

導教育責任者資格者証の受理  

30 第22条第８項の規定による警備員の指導及び教育に関する講

習の実施 

31 第23条第１項の規定による検定の申請の受理  

32 第23条第１項の規定による検定の実施  

33 第23条第４項の規定による合格証明書の交付の申請の受理  

34 第23条第４項の規定による合格証明書の交付  

35 第23条第５項において準用する第22条第５項の規定による合
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格証明書の書換えの申請の受理  

36 第23条第５項において準用する第22条第５項の規定による合

格証明書の書換え 

37 第23条第５項において準用する第22条第６項の規定による合

格証明書の再交付の申請の受理  

38 第23条第５項において準用する第22条第６項の規定による合

格証明書の再交付 

39 第23条第５項において準用する第22条第７項の規定による合

格証明書の返納の命令  

40 第23条第５項において準用する第22条第７項の規定による命

令を受けて返納された合格証明書の受理  

41 第40条の規定による機械警備業務の届出の受理  

42 第41条の規定による廃止等の届出の受理  

43 第42条第２項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交

付の申請の受理 

44 第42条第２項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交

付 

45 第42条第２項第１号の規定による機械警備業務管理者講習の

受講の申込みの受理  

46 第42条第２項第１号の規定による機械警備業務管理者講習の

実施 

47 第42条第２項第２号の規定による機械警備業務管理者講習の

課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める

者の認定 

48 第42条第３項において準用する第22条第５項の規定による機

械警備業務管理者資格者証の書換えの申請の受理 

49 第42条第３項において準用する第22条第５項の規定による機

械警備業務管理者資格者証の書換え  

50 第42条第３項において準用する第22条第６項の規定による機

械警備業務管理者資格者証の再交付の申請の受理  
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51 第42条第３項において準用する第22条第６項の規定による機

械警備業務管理者資格者証の再交付  

52 第42条第３項において準用する第22条第７項の規定による機

械警備業務管理者資格者証の返納の命令  

53 第42条第３項において準用する第22条第７項の規定による命

令を受けて返納された機械警備業務管理者資格者証の受理  

54 第46条の規定による報告の徴収等  

55 第47条第１項の規定による立入検査の実施  

56 第47条第２項において準用する第38条第２項に規定する身分

を示す証明書の交付  

57 第48条の規定による指示 

58 第50条第２項の規定による行政手続法（平成５年法律第88号）

第15条第１項の通知及び聴聞の期日・場所の公示 

59 警備業法の一部を改正する法律（平成 16年法律第50号。以下

この項において「改正法」という。）附則第４条の規定による

届出書の受理 

60 改正法附則第５条の規定による審査  

 １ 第４条第２項の規定による医師の診断の要求  

２ 第39条第３項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承

認 

３ 第44条第１項の規定による指導教育責任者資格者証等の返納

命令書の交付 

４ 第60条の規定による機械警備業務管理者の兼任の承認  

５ 第63条第２項の規定による医師の診断の要求  

 

 

 

 

 

 

一
号
） 

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第 

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
） 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２条の規定による警備員指導教育責任者講習の実施に関す

る公示 

２ 第３条第４号の規定による第３条第１号から第３号までに掲

げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者の認定  

３ 第５条第２項の規定による警備員指導教育責任者講習の修了

考査の出題 

４ 第７条第１項の規定による警備員指導教育責任者講習修了証

明書の交付 

５ 第７条第２項の規定による警備員指導教育責任者講習修了証

明書の再交付の申請の受理  

６ 第７条第２項の規定による警備員指導教育責任者講習修了証

明書の再交付 

７ 第10条の規定による現任指導教育責任者講習の通知  

８ 第11条第２項の規定による機械警備業務管理者講習の修了考

査の出題 

９ 第12条第１項の規定による機械警備業務管理者講習修了証明

書の交付 

10 第12条第２項において準用する第７条第２項の規定による機

械警備業務管理者講習修了証明書の再交付の申請の受理  

11 第12条第２項において準用する第７条第２項の規定による機

械警備業務管理者講習修了証明書の再交付  

12 第13条において準用する第２条の規定による機械警備業務管

理者講習の実施に関する公示  

 

 

 

 

 

 

 

１ 第６条第３項の規定による実技試験を行う警察職員の指定  

２ 第７条の規定による検定の実施の公示  

３ 第８条第２号の規定による第８条第１号に掲げる者と同等以

上の知識及び能力を有すると認める者の認定  

４ 第10条の規定による受検票の交付  

５ 第11条の規定による成績証明書の交付  
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６ 第12条第１項の規定による成績証明書の書換えの申請の受理  

７ 第12条第１項の規定による成績証明書の書換え  

８ 第12条第２項の規定による成績証明書の再交付の申請の受理  

９ 第12条第２項の規定による成績証明書の再交付  

10 附則第８条第２項において準用する第６条第３項の規定によ

る実技試験を行う警察職員の指定  

11 附則第９条の規定による検定合格者審査の実施の公示  

12 附則第10条の規定による検定合格者審査の申請の受理  

 １ 第１条第４号の規定による警備業法施行規則第 38条第１項に

規定する基本教育を行うについて十分な能力を有する者の指定  

２ 第２条第５号の規定による警備業法施行規則第 38条第１項に

規定する業務別教育を行うについて十分な能力を有する者の指

定 

 

 １ 第５条第１項の規定による特例対象施設の認定  

２ 第５条第２項の規定による申請の受理  

３ 第５条第３項の規定による通知  

４ 第７条の規定による指定医の指定  

５ 第８条の規定による指定医の指定の解除  

６ 第９条の規定による告示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２条の規定による認定取消通知書による通知  

２ 第３条の規定による資格者証不交付通知書による通知  

３ 第６条第１項の規定による申請の受理  

４ 第７条第１項の規定による指定書の交付  

５ 第７条第２項の規定による通知  

６ 第８条第１項の規定による講習担当者の選任  

７ 第11条第１項の規定による警備員指導教育責任者講習の講師

の指定 

８ 第11条第３項の規定による申請の受理  
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９ 第11条第５項の規定による指定書の交付  

10 第14条第５号の規定による合格者の公示  

11 第14条第６号の規定による合格決定の取消しに関する手続き  

12 第15条第１項の規定による検定担当者の選任  

13 第15条第４項の規定による検定補助員の選任  

14 第16条第２項の規定による検定実施計画書の作成  

15 第17条の規定による検定実技試験員の指定  

16 第18条第２項の規定による申請の受理  

17 第18条第４項の規定による１級検定受検資格認定書の交付  

18 第18条第５項の規定による１級検定受検資格不認定通知書に

よる通知 

19 第19条第６項の規定による合格決定の取消しに関する手続き  

20 第20条第１項の規定による合格証明書不交付通知書による通

知 

21 第21条第５項の規定による検定合格者審査成績証明書の交付  

22 第23条第１号の規定による検定合格者審査担当者の指定  

23 第23条第２号の規定による検定合格者審査試験員の指定  

24 第23条第３号の規定による検定合格者審査補助員の指定  

25 第25条第１項の規定による立入検査実施計画の策定  

26 第25条第２項の規定による身分証明書の交付  

 １ 第131条の２の５第９項の規定による国土交通大臣との協議  

２ 第131条の２の６第４項の規定による国土交通大臣との協議  

３ 第134条第５項の規定による国土交通大臣との協議  

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２条第１項の規定による営業の許可  

２ 第３条第２項の規定による不許可決定するときの意見聴取及

び提出された証拠の受理  

３ 第３条第３項の規定による不許可決定の通知  

４ 第４条の規定による営業内容の変更の許可並びに廃業、休業

及び死亡等の届出の処理  
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５ 第７条第２項の規定による保管設備の基準の告示  

６ 第８条の規定による許可証の交付、書換、再交付及び亡失等

の届出の処理 

７ 第９条の規定による返納許可証の処理  

８ 第26条第２項の規定による聴聞の期日及び場所の通知並びに

公示 

９ 第27条の規定による他の公安委員会への通知  

10 第28条第３項及び第５項の規定による承認  

11 質屋営業法施行規則（昭和 25年総理府令第25号）第９条の規

定による質物保管設備の変更届出の処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条の規定による古物営業の許可  

２ 第５条第１項の規定による許可申請書の受理  

３ 第５条第２項の規定による許可証の交付  

４ 第５条第３項の規定による不許可の通知  

５ 第５条第４項の規定による許可証の再交付  

６ 第７条の規定による変更の届出の受理  

７ 第７条第５項の規定による許可証の書換え  

８ 第８条の規定による許可証の返納の受理  

９ 第８条の２の規定による古物商の閲覧等  

10 第10条の規定による競り売りの届出の受理  

11 第10条の２第１項の規定による古物競りあっせん業者の届出

の受理 

12 第10条の２第２項の規定による古物競りあっせん業者の廃止

及び変更の届出の受理  

13 第13条第４項の規定による管理者の解任勧告  

14 第14条第１項の規定による仮設店舗営業の届出の受理  

15 第21条の５第１項の規定による古物競りあっせん業者の認定  

16 第21条の６第１項の規定による外国古物競りあっせん業者の

認定 

17 第22条第２項の規定による身分を証明する証票の発行  
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18 第23条の規定による指示 

19 第25条第２項の規定による聴聞の通知及び公示  

20 第26条の規定による盗品等に関する情報の提供  

21 古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規則第 10号。

以下この項において「規則」という。）第６条の規定による古

物市場における規約の変更の届出の受理  

22 規則第12条の規定による行商従業者証及び標識の承認及び公

示 

23 規則第19条の７第１項の規定による古物競りあっせん業者に

係る認定の通知 及び公示 

24 規則第19条の７第２項の規定による古物競りあっせん業者不

認定の通知 

25 規則第19条の９第２項の規定による認定古物競りあっせん業

者の変更の届出の受理  

26 規則第19条の10第２項の規定による認定古物競りあっせん業

者取消しの公示 

27 規則第19条の12の規定による認定外国古物競りあっせん業者

に係る認定の通知及び公示  

28 規則第19条の12の規定による認定外国古物競りあっせん業者

不認定の通知 

29 規則第19条の13第１項の規定による認定外国古物競りあっせ

ん業者に係る廃止等の届出の受理  

30 規則第19条の14第２項の規定による認定外国古物競りあっせ

ん業者取消しの公示  

31 規則第23条の規定による盗品売買等防止団体の承認  

32 規則第24条第１項の規定による盗品売買等防止団体に係る承

認の通知及び公示 

33 規則第24条第２項の規定による盗品売買等防止団体不承認の

通知 

34 規則第25条第１項の規定による盗品売買等防止団体に係る変
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更の届出の受理 

35 規則第25条第３項の規定による盗品売買等防止団体に係る変

更の公示 

36 規則第25条第４項の規定による盗品売買等防止団体に係る変

更の届出の受理 

37 規則第25条第５項の規定による盗品売買等防止団体に係る業

務規程又は情報管理規程の変更の認可  

38 規則第26条第１項の規定による盗品売買等防止団体に係る事

業計画書及び収支予算書の受理  

39 規則第26条第２項の規定による盗品売買等防止団体に係る事

業報告書及び収支計算書の受理  

40 規則第26条第３項の規定による報告又は資料の提出要求  

41 規則第27条の規定による勧告  

42 規則第28条第１項の規定による回答業務廃止の届出の受理  

43 規則第28条第３項の規定による回答業務廃止の届出の公示  

44 規則第29条第２項の規定による盗品等売買等防止団体に係る

承認の取り消しの公示  

 １ 第３条第１項の規定による特定金属くず買受業の届出の受理  

２ 第３条第２項の規定による廃止及び変更の届出の受理 

３ 第４条の規定による届出番号等の通知  

４ 第11条の規定による指示 

５ 第13条第１項の規定による資料の提出要求等及び立入検査の

実施 

６ 第13条第２項の規定による身分を示す証票の交付  

７ 第14条の規定による盗難特定金属製物品に関する情報の提供 
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 １ 第８条第１項及び第３項の規定による受理及び通知  

２ 第14条の規定による報告又は資料提出の要求  

３ 第15条第１項の規定による立入検査及び関係人への質問  

４ 第16条の規定による指導、助言及び勧告  

５ 第17条の規定による是正命令  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第４条第１項の規定による届出の受理  

２ 第４条第２項の規定による廃止及び変更による届出の受理  

３ 第13条第１項の規定による資料の提出要求等及び立入検査の

実施 

４ 第13条第２項の規定による立入身分証明書の交付  

５ 第14条の規定による指示 

 １ 第９条第１項の規定による援助の実施  

２ 第９条第２項の規定による事例分析の実施の事務の委託  

３ 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員

会による援助に関する規則（平成 11年国家公安委員会規則第 12

号）第１条第２項の規定による援助に必要な書類の提出要請  

 

 １ 第３条第１項の規定による変更の届出の受理  

２ 第３条第２項の規定による防犯登録業務の実施要領の変更の

承認 

３ 第５条第１項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理  

４ 第５条第２項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理  

５ 第６条の規定による報告又は資料の提出要求  

６ 第７条の規定による是正又は改善の勧告  

７ 第10条の規定による指定団体の廃止等に係る措置命令  

８ 第11条第１項の規定による指定等の公示  

９ 第11条第２項の規定による登録業務の休止の承認等に係る公

示 
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１ 第７条第１項の規定による事業開始の届出の受理  

２ 第７条第２項の規定による事業廃止等の届出の受理  

３ 第13条に規定する事業者に対する指示  

４ 第13条に規定する事業者に対する指示に係る弁明の機会の付

与の通知 

５ 第15条第１項及び第３項の規定による他の都道府県公安委員

会に対する処分  の移送通知 

６ 第15条第２項第１号に規定する他の都道府県公安委員会から

の処分の移送通知に基づく指示  

７ 第15条第２項第１号に規定する他の都道府県公安委員会から

の処分の移送通知に基づく指示に係る弁明の機会の付与の通知  

８ 第16条の規定による事業者に対する報告又は資料の提出要求  

９ 第17条第１項の規定による国家公安委員会に対する事業者に

係る情報の報告 

10 第17条第２項の規定による他の都道府県公安委員会に対する

事業者に係る情報の通報  

11 第20条の規定による登録誘引情報提供機関に対する事業者に

係る情報の提供 

 

 

 

 １ 第32条第１項の規定による利用カード販売所の届出の受理  

２ 第32条第２項の規定による利用カード販売所の届出事項の変

更の届出の受理 

３ 第32条第３項の規定による利用カード販売所の廃止の届出の

受理 

４ 第37条第１項の規定による指示  

５ 第40条の規定による聴聞の期間、場所等の通知及び公示  

６ 第45条第２項の規定による利用カード販売者等に対する業務

報告又は資料提出の要求  

関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に 

第
三
十
七
号
） 

（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例 

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条第１項第11号の規定による捕鯨用標識銃等製造業の届

出の受理 

２ 第３条第１項第12号の規定による捕鯨用標識銃等販売業の届

出の受理 

３ 第３条第１項第13号の規定によるクロスボウ製造業の届出の

受理 

４ 第３条第１項第14号の規定によるクロスボウ販売業の届出の

受理 

５ 第３条第１項第15号の規定による輸出のための刀剣類の製作

業の届出の受理 

６ 第３条第２項の規定による人命救助等に従事する者の届出の

受理 

７ 第３条第３項又は第３条の２第２項の規定による使用人の届

出の受理 

８ 第４条第１項又は第６条第１項の銃砲等の所持許可  

９ 第４条第２項の規定による許可条件の付与及び条件の変更  

10 第４条の３第１項に規定する認知機能検査の実施  

11 第４条の３第２項の規定による認知機能に関する指定医の受

診及び診断書の提出命令  

12 第４条の４第１項の規定による銃砲等の確認  

13 第４条の４第２項又は第９条の６第３項（第９条の 11第２項

において準用する場合を含む。）の規定による猟銃番号等の打

刻の命令 

14 第４条の４第３項の規定による表示措置命令  

15 第５条の３第１項の規定による講習会の開催及び同条第２項

の規定による講習修了証明書の交付  

16 第５条の３第３項（第５条の４第３項、第５条の５第３項、

第９条の５第４項、第９条の 10第３項、第９条の14第３項及び

第９条の16第２項において準用する場合を含む。）に規定する

講習修了証明書等の書換え及び再交付  
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17 第５条の３第４項（第９条の 14第３項において準用する場合

を含む。）の規定による講習会の事務の委託  

18 第５条の３の２第１項の規定によるクロスボウ講習会の開催  

19 第５条の３の２第２項の規定による講習修了証明書の交付  

20 第５条の３の２第３項の規定による講習修了証明書の書換え

又は再交付 

21 第５条の３の２第４項の規定によるクロスボウ講習会の開催

に関する事務の委託  

22 第５条の４の規定による技能検定の実施及び合格証明書の交

付 

23 第５条の５第１項の規定による技能講習の開催及び同条第２

項の規定による技能講習修了証明書の交付  

24 第５条の５第４項の規定による技能講習の事務の委託  

25 第７条第１項の規定による許可証の交付及び併記  

26 第７条第２項（第９条の 13第３項において準用する場合を含

む。）の規定による許可証等の書換え及び再交付  

27 第７条の３第２項の規定による猟銃等の許可の更新  

28 第８条第２項（第９条の 15第２項において準用する場合を含

む。）、第４項（第９条の 15第３項において準用する場合を含

む。）又は第５項の規定による許可証等の返納の受理及び同条

第３項の規定による許可に係る事項の抹消  

29 第８条第７項、第８条の２第２項、第９条の８第３項、第９

条の12第２項、第11条第８項若しくは第９項、第11条の２第１

項から第３項まで又は第 26条第２項の規定による銃砲刀剣類等

の提出命令及び仮領置  

30 第８条第８項、第８条の２第３項、第９条の８第４項、第９

条の12第３項、第11条第10項若しくは第11項、第11条の２第４

項若しくは第５項又は第 26条第５項の規定による仮領置した銃

砲刀剣類等の返還 

31 第８条第９項及び第 10項（第８条の２第４項、第９条の８第
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５項、第９条の12第４項、第11条第12項、第11条の２第６項、

第24条の２第８項及び第27条第３項において準用する場合を含

む。）の規定による仮領置等した銃砲刀剣類等の売却、廃棄及

び売却した代金の交付  

32 第９条第３項の規定による許可証の返納の受理        

33 第９条の３第１項又は第２項の規定による猟銃等射撃指導員

の指定及び指定の解除  

34 第９条の３の２第１項又は第２項の規定によるクロスボウ射

撃指導員の指定及び指定の解除  

35 第９条の４第２項（第９条の９第２項において準用する場合

を含む。）の規定による教習射撃指導員等の選任及び解任の届

出の受理 

36 第９条の５第２項の規定による射撃教習受講資格の認定及び

教習資格認定証の交付  

37 第９条の６第２項（第９条の 11第２項において準用する場合

を含む。）の規定による教習用備付け銃等に関する届出の受理 

38 第９条の７第３項（第９条の 11第２項、第10条の６第６項、

第10条の８第２項及び第10条の８の２第２項において準用する

場合を含む。）の規定による保管に関する措置の命令  

39 第９条の８第１項の規定による教習修了証明書の交付の禁止  

40 第９条の10第２項の規定による射撃練習資格の認定及び練習

資格認定証の交付 

41 第９条の13第１項の規定による年少射撃資格の認定及び同条

第２項の規定による認定証の交付  

42 第９条の14第１項の規定による年少射撃資格講習会の開催及

び同条第２項に規定する年少射撃資格講習修了証明書の交付  

43 第９条の16第１項の規定による資格の認定及びクロスボウ射

撃資格認定証の交付  

44 第10条の６第１項の規定による銃砲等及び実包等の保管状況

に関する報告の徴収  
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45 第10条の６第２項の規定による猟銃又は当該猟銃に適合する

実包の保管場所への立入検査等の指示  

46 第10条の８第１項又は第４項の規定による猟銃等保管業の届

出及び廃止の届出の受理  

47 第10条の８の２第１項又は第４項の規定によるクロスボウ保

管業の届出及び廃止の届出の受理  

48 第10条の９の規定による危害予防上の必要な指示 

49 第12条第１項の規定による許可の取消しに係る聴聞の通知及

び公示 

50 第12条の３の規定による銃砲所持許可者等に対する報告の徴

収又は指定医の受診命令  

51 第13条の規定による銃砲等及び許可証の検査並びに報告の徴

収 

52 第13条の２の規定による公務所等への照会  

53 第13条の３の規定による銃砲刀剣類等の提出命令、保管及び

返還 

54 第13条の４の規定による都道府県公安委員会の間の連絡  

55 第14条第４項の規定による銃砲等の登録通知の受理  

56 第16条第２項の規定による銃砲等の登録証の返納通知の受理  

57 第17条第３項の規定による銃砲等の譲受け等の届出通知の受

理 

58 第18条の２第３項の規定による刀剣類の製作の承認通知の受

理 

59 第21条の３第１項第４号の規定による準空気銃の製造等の届

出の受理 

60 第22条の２第１項ただし書（第22条の３第２項において準用

する場合を含む。）の規定による模造拳銃等の製造等の届出の

受理 

61 第27条の２第１項の規定による指定射撃場等の業務に関する

報告の徴収 
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62 第27条の２第２項の規定による指定射撃場等への立入検査等

の指示 

63 第27条の３の規定による拳銃等の譲受け等の許可のうち、危

害予防上の措置が十分になされ、かつ、緊急やむを得ない場合

における許可 

64 第28条の２第１項又は第７項の規定による猟銃安全指導委員

の委嘱又は解嘱 

65 第28条の２第３項の規定による猟銃安全指導委員への情報提

供 

66 第28条の２第６項の規定による猟銃安全指導委員への研修の

実施 

67 第29条第１項の規定による申出の受理  

68 第29条第２項の規定による申出に対する調査  

69 銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和 33年政令第33号。以下

この項において「令」という。）第 21条第２項の規定による猟

銃等講習会の開催に関する必要な事項の公表 

70 令第24条第２項の規定によるクロスボウ講習会の開催に関す

る必要な事項の公表  

71 令第27条第１項の規定による技能検定実施の日時等の通知  

72 令第28条第１項の規定による技能講習実施の日時等の通知  

73 令第36条第１項の規定による年少射撃資格講習会の開催に関

する必要な事項の公表 

74 指定射撃場の指定に関する内閣府令（昭和 37年総理府令第46

号）第13条の規定による指定射撃場の記載事項の変更の届出の

受理 
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１ 第４条第２項から第４項までの規定による銃砲刀剣類製造等

届出書の記載事項の変更等の届出の受理及び届出書の交付  

２ 第５条第２項又は同条第３項において準用する第６条第３項

若しくは第５項の規定による人命救助等に従事する者届出済証

明書の交付及び記載事項の変更等の届出の受理  

３ 第６条第２項、第３項又は第５項の規定による使用人届出済

証明書の交付及び記載事項の変更等の届出の受理  

４ 第35条第１項の規定による新たな許可証の交付  

５ 第54条（第68条において準用する場合を含む。）の規定によ

る教習射撃場等の名称等の変更の届出の受理  

６ 第58条第２項（第72条において準用する場合を含む。）の規

定による教習用備付け銃等の届出の受理及び届出書の交付  

７ 第90条第２項から第４項までの規定による猟銃等保管業届出

書の記載事項の変更等の届出の受理及び届出書の交付  

８  第 100条第２項から第４項までの規定による準空気銃製造等

届出書の記載事項の変更等の届出の受理及び届出書の交付  

９ 第102条第３項から第５項まで（第103条第２項において準用

する場合を含む。）の規定による模造けん銃製造等届出書等の

記載事項の変更等の届出の受理及び届出書の交付  

10 第117条の規定による台帳の整理  

11 別表第１の規定による発射された矢による危害を防止する上

で有効であると認める措置の認定  

 １ 第28条第１項の規定による通報の処理  
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１  第 19条第１項から第３項までの規定による運搬証明書の交

付、指示及び指示内容の記載  

２ 第19条第４項において準用する第17条第７項から第９項まで

の規定による証明書の書換え、再交付及び返納  

３ 第43条第２項の規定による立入検査  

４ 第50条の２の規定による譲渡、譲受、輸入及び消費の許可並

びに許可証の交付、書換、再交付及び届出の受理  

５ 第52条第１項及び第２項の規定による通報の処理及び意見の

通知並びに同条第３項及び第４項の規定による通報処理及び措

置要請 

６ 火薬類取締法施行令（昭和25年政令第323号。以下この項にお

いて「施行令」という。）第３条の規定による運搬証明書の返

納 

７ 施行令第４条の規定による都道府県公安委員会の間の連絡等  

 １ 第74条第１項の規定による都道府県知事からの通報の処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第59条第５項の規定による運搬の届出の受理及び運搬証明書

の交付 

２ 第59条第６項の規定による運搬に関する指示  

３ 第59条第７項の規定による運搬証明書への指示事項の記載  

４ 第59条第９項の規定による運搬証明書の書換え  

５ 第59条第10項の規定による運搬証明書の再交付  

６ 第67条の規定による報告徴収  

７ 第68条第１項の規定による立入検査等  

８ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行

令（昭和32年政令第324号。以下この項において「施行令」とい

う。）第50条の規定による返納される運搬証明書の収受  

９ 施行令第51条の規定による都道府県公安委員会の間の連絡等  
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１ 第18条第５項及び放射性同位元素等による放射線障害の防止

に関する法律施行令（昭和35年政令第259号。以下この項におい

て「施行令」という。）第 17条並びに放射性同位元素等の運搬

の届出等に関する内閣府令（昭和 56年総理府令第30号。以下こ

の項において「府令」という。）第２条の規定による放射性同

位元素等の運搬及び記載事項変更の届出に関する処理等  

２ 第18条第６項、施行令第18条及び府令第３条の規定による放

射性同位元素等の運搬に対する指示等  

３ 第42条第１項及び府令第５条の規定による報告の徴収等  

４ 第43条の２第１項の規定による事業者の事務所又は事業所へ

の立入検査等 

５ 施行令第18条の規定による都道府県公安委員会の間の連絡等  

 １ 第56条の27第１項の規定による届出の受理及び運搬証明書の

交付 

２ 第56条の27第２項及び第３項の規定による指示等  

３ 第56条の30の規定による報告の徴収  

４ 第56条の31の規定による立入検査等  

５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行令（平成10年政令第420号。以下「令」という。）第21条の規

定による運搬証明書の書換え  

６ 令第22条の規定による運搬証明書の再交付  

７ 令第23条の規定による不要となった運搬証明書の返納の受理  

８ 令第24条の規定による都道府県公安委員会間の連絡等  
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 １ 第３条の規定による使用済金属類営業の許可  

２ 第５条第１項の規定による許可申請書の受理  

３ 第５条第２項の規定による許可証の交付  

４ 第５条第３項の規定による不許可の通知  

５ 第５条第４項の規定による許可証の再交付  

６ 第７条第１項の規定による許可の更新  

７ 第９条の規定による変更の届出の受理  

８ 第９条第２項の規定による許可証の書換え  

９ 第10条の規定による許可証の返納の受理  

10 第17条第２項の規定による取引記録を毀損等した場合の届出

の受理 

11 第22条第３項の規定による身分を示す証票の発行  

12 第23条の規定による指示 

13 第25条第２項の規定による聴聞の通知及び公示  

 

 

 

 

 

 １ 第６条第１項の規定による風俗案内業の届出の受理  

２ 第６条第２項の規定による風俗案内業の廃止又は変更の届出

の受理 

３ 第14条の規定による指示 

４ 第16条第１項の規定による風俗案内業者に対する業務報告又

は資料提出の要求 

５ 第16条第３項の規定による身分を示す証明書の発行  

６ 第17条第２項の規定による聴聞の通知及び公示  
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１ 第５条第２項（第15条の２第８項及び第９項並びに第30条の

８第４項及び第５項において準用する場合を含む。）又は第 34

条第２項（第35条第５項において準用する場合を含む。）の規

定による意見聴取の期日、場所等の通知及び公示  

２ 第６条第４項又は第８条第５項の規定による国家公安委員会

からの確認の通知の受理（指定又は指定の取消しの要件に該当

しない旨の確認を除く。）  

３ 第７条第１項（第８条第７項、第15条の２第８項及び第９項、

第15条の４第２項、第30条の８第４項及び第５項並びに第 30条

の12第２項において準用する場合を含む。）の規定による指定

の公示 

４ 第７条第３項（第８条第７項、第15条の２第８項及び第９項、

第15条の４第２項、第30条の８第４項及び第５項並びに第 30条

の12第２項において準用する場合を含む。）の規定による指定

の通知 

５ 第７条第４項（第15条の２第８項及び第30条の８第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による公示事項の変更の公

示 

６ 第８条第３項の規定による指定の取消し  

７ 第13条の規定による申出の受理及び援助を行う旨の決定  

８ 第14条第１項の規定による事業者への援助を行う旨の決定  

９ 第14条第２項の規定による講習（以下「責任者講習」という。）

の実施 

10 第15条第４項の規定による標章の貼り付け（第35条第１項の

規定による命令に係るものを除く。）  

11 第15条第５項の規定による標章の取り除き（第35条第１項の

規定による命令に係るものを除く。）  

12 第15条の２第５項の規定による標章の貼り付け  

13 第15条の２第６項の規定による標章の取り除き  

14 第28条第１項の規定による援護等の措置を行う旨の決定  
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15 第28条第３項の規定による離脱希望者の状況について暴力追

放推進センターから報告を求める旨の決定  

16 第30条の11第３項の規定による標章の貼り付け（第35条第１

項の規定による命令に係るものを除く。）  

17 第30条の11第４項の規定による標章の取り除き（第35条第１

項の規定による命令に係るものを除く。）  

18 第32条の３第５項の規定による改善命令  

19 第33条第１項の規定による報告又は資料の提出要求及び立入

りの実施決定 

20 第34条第１項（第35条第５項において準用する場合を含む。）

ただし書の規定による意見聴取を公開しないこととする旨の決

定（本部長が指名した意見聴取官による意見聴取に限る。）  

21 第34条第４項の規定に係る許可  

22 第35条第４項の規定による他の公安委員会に対する通知  

23 第36条第１項又は第３項の規定による国家公安委員会への報

告 

24 第36条第２項又は第３項の規定による国家公安委員会からの

通報の受理 

25 第36条第４項の規定による指定又は命令のための協力の要求  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第14条第１項及び第15条の規定による援助の措置の決定  

２ 第16条第１項の規定による被害回復アドバイザーの運用  

３ 第17条第１項の規定による責任者の届出の受理  

４ 第19条第１項の規定による責任者講習の通知  

５ 第19条第２項の規定による責任者講習受講申込みの受理  

６ 第19条第３項の規定による受講修了書の交付  

７ 第24条の規定による離脱の意志を有する者に対する援護の措

置等 

８ 第25条第１項の規定による社会復帰アドバイザーの運用  

９ 第26条第１項の規定による暴力追放推進センターからの連絡

の受理 
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10 第34条の規定による報告調書の作成  

11 第35条第１項の規定による提出資料の受理及び提出資料目録

の作成 

12 第35条第２項の規定による提出資料目録の写しの交付  

13 第35条第３項の規定による提出資料の返還  

14 第39条又は第40条第１項の規定による他の公安委員会に対す

る必要な事項の照会及び回答  

15 第40条第２項の規定による他の公安委員会に対する関係書類

その他の物件の送付  

16 第41条第１項の規定による他の公安委員会に対する協力の依

頼及び他の公安委員会への協力  

17 第41条第２項の規定による他の公安委員会に対する連絡及び

措置 

18 第47条第３項の規定による郵便による送達に係る記録の作成  

19 第48条第３項の規定による交付送達に係る記録の作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第５条第１項の規定による忌避の申出の受理  

２ 第７条の規定による忌避の申出時の手続の停止及び申出の却

下（本部長が指名した意見聴取官による意見聴取に限る。）  

３ 第９条第１項の規定による代理人選任届出の受理  

４ 第10条第１項の規定による補佐人の意見聴取への出席に係る

申請の受理 

５ 第10条第２項の規定による補佐人の意見聴取への出席に係る

許可の通知 

６ 第11条の規定による補佐人としての付添いの勧告  

７ 第11条の２第１項の規定による出頭及び意見の陳述に係る申

請の受理 

委
員
会
規
則
第
五
号
） 

実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安 

関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に 

 

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第11条の２第２項の規定による出頭及び意見の陳述に係る許

可の通知 

９ 第12条第１項の規定による参考人の意見聴取への出席要求  

10 第12条第２項の規定による参考人の意見聴取への出席に係る

申出の受理 

11 第12条第３項の規定による参考人の意見聴取への出席に係る

通知 

12 第16条第１項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更の

申出の受理 

13 第16条第２項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更の

決定 

14 第16条第３項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更時

の通知及び公示 

15 第17条第１項の規定による陳述書の提出要求  

16 第17条第２項の規定による陳述書の受理  

17 第23条第２項の規定による意見聴取を続行する場合の期日及

び場所の決定（意見聴取期日において主宰者が期日及び場所の

決定をしている場合を除く。）並びに意見聴取続行の通知及び

公示 

18 第 34条第１項の規定による意見聴取期日外における証拠調

（意見聴取期日において主宰者が期日外証拠調の決定をしてい

る場合を除く。） 

19 第34条第２項の規定による意見聴取期日外における証拠調に

係る通知及び立ち会う機会の付与 

20 第35条第１項の規定による証拠書類等の受理及び提出物目録

の作成 

21 第39条第１項の規定による当事者がその地位を失った場合の

措置 

22 第40条第２項の規定による意見聴取の再開に係る通知及び公

示 

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１条第１項の規定による指定に係る申請の受理  

２ 第２条の規定による指定の公示  

３ 第３条第１項の規定による名称等の変更に係る書面の受理  

４ 第３条第２項の規定による変更に係る公示  

５ 第３条第３項の規定による変更に係る書類の受理  

６ 第７条第１項の規定による相談事業規程の制定及び変更の承

認 

７ 第８条第１項の規定による相談事業の開始に係る届出の受理  

８ 第８条第２項の規定による相談事業の開始の届出に係る公示  

９ 第９条第１項の規定による相談事業の休廃止に係る届出の受

理 

10 第９条第２項の規定による相談事業の再開に係る届出の受理  

11 第９条第３項の規定による相談事業の再開に係る公示  

12 第12条第１項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理  

13 第12条第２項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理  

14 第12条第３項の規定のよる報告又は資料の提出要求  

15 第13条第１項の規定による役員の解任の勧告  

16 第13条第２項の規定による暴力追放相談委員の解任の勧告  

17 第14条の規定による指定の取消しに係る公示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２条の規定による登録  

２ 第４条第１項の規定による登録の申請の受理  

３ 第６条の規定による登録証の交付  

４ 第８条第１項の規定による登録の更新に係る申請の受理  

５ 第９条第１項の規定による登録事項又は記載内容の変更に係

る書面の受理 

６ 第９条第２項の規定による登録証の書換え  

７ 第10条第１項の規定による所在地の移転登録の申請の受理  

８ 第11条の規定による事業の廃止の届出の受理  

９ 第12条第１項の規定による登録の取消し  

10 第12条第２項の規定による登録の取消しの通知  
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11 第13条の規定による返納に係る登録証の受理  

12 第14条の規定による事業の実施状況の報告の要求  

 

 

 

 １ 第20条の規定による関係者に対する説明又は資料の提出の要

求 

２ 第22条第２項の規定による意見を述べる機会の付与  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２条第２項の規定による説明・資料提出書の受理  

２ 第３条第１項の規定による説明の聴取指示  

３ 第３条第２項の規定による口頭による説明の日時又は場所の

変更の申出の受理 

４ 第３条第３項の規定による口頭による説明の日時又は場所の

変更 

５ 第３条第４項の規定による口頭による説明の日時又は場所の

決定の通知 

６ 第７条第１項の規定による意見を述べる機会の通知  

７ 第７条第２項の規定による申述書の受理  

８ 第７条第３項の規定による証拠資料の受理  

９ 第８条第１項の規定による意見の聴取指示  

10 第８条第２項の規定による口頭による意見の聴取の日時又は

場所の変更の申出の受理  

11 第８条第３項の規定による口頭による意見の聴取の日時又は

場所の変更 

12 第８条第４項の規定による口頭による意見の聴取の日時又は

場所の決定の通知 

13 第９条第３項の規定による代理人選任届出書の受理  

14 第９条第４項の規定による代理人資格喪失届出書の受理  
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１ 第４条第１項の規定による道路における交通規制（信号機の

設置に係る意思決定並びに高速自動車国道及び自動車専用道路

に係る最高速度の指定を除く。）に関すること。 

２ 第15条の３第１項の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作

による通行の届出の受理  

３ 第15条の３第３項の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作

による通行に関する届出番号等の通知  

４ 第15条の５第１項の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作

による通行に関する報告若しくは資料の提出の要求又は検査若

しくは質問 

５ 第15条の６の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対して

遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべき

ことの指示 

６ 第22条の２の規定による最高速度違反車両の使用者に対して

最高速度違反行為を防止するための必要な措置をとることの指

示 

７ 第44条第２項第２号の規定による乗合自動車の停留所又はト

ロリーバス若しくは路面電車の停留場における駐停車禁止除外

に係る公示 

８ 第45条の２第２項の規定による高齢運転者等標章の交付申請

の受理及び当該標章の交付  

９ 第45条の２第３項の規定による高齢運転者等標章の再交付申

請の受理 

10 第45条の２第４項の規定による高齢運転者等標章の返納の受

理 

11 道路交通法施行規則（昭和 35年総理府令第60号。以下この項

において「施行規則」という。）第６条の３の３の規定による

高齢運転者等標章の記載事項変更の届出の受理  

12 第49条第１項の規定によるパーキング・メーター及びパーキ

ング・チケット発給設備の管理  

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
） 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 第49条第２項の規定による時間制限駐車区間における駐車の

適正を確保するために必要な措置  

14 第51条の４第３項の規定による駐車に関する状況報告の受理  

15 第51条の４第４項の規定による放置違反金納付命令  

16 第51条の４第６項の規定による弁明の機会の付与  

17 第51条の４第７項の規定による掲示板への掲示による通知  

18 第51条の４第10項の規定による公示による放置違反金納付命

令 

19 第51条の４第12項の規定による納付命令をしないこととした

旨の通知及び仮納付金の返還  

20 第51条の４第13項の規定による督促 

21 第51条の４第14項の規定による滞納処分  

22 第51条の４第16項の規定による放置違反金納付命令の取消し  

23 第51条の４第17項の規定による通知及び放置違反金等の還付  

24 第51条の５第１項の規定による報告要求及び資料提出要求  

25 第51条の５第２項の規定による他官庁等への照会及び協力要

請 

26 第51条の６第１項の規定による国家公安委員会への報告及び

通報受理 

27 第51条の８第４項の規定による法人の登録  

28 第51条の８第６項の規定による法人登録の更新  

29 第51条の９の規定による適合命令  

30 第51条の11第１項の規定による報告要求及び検査  

31 第51条の13第１項の規定による駐車監視員資格者証の交付  

32 第51条の15第１項の規定による放置違反金関係事務の委託  

33 第58条の４の規定による過積載車両使用者に対する過積載を

防止するために必要な措置をとることの指示  

34 第59条第２項及び第３項の規定によるけん引の許可及び許可

証の交付 

35 第66条の２の規定による過労運転車両の使用者に対して過労
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運転を防止するための必要な措置をとることの指示  

36 第74条の３第５項の規定による安全運転管理者等の選任及び

解任の届出の受理 

37 第74条の３第６項の規定による安全運転管理者等の解任の命

令 

38 第74条の３第８項の規定による是正のために必要な措置をと

るべきことの命令 

39 第75条第３項の規定による自動車の使用を制限しようとする

場合の行政庁に対する意見の聴取（第 75条の２第３項において

準用する場合を含む。）  

40 第75条第５項の規定による自動車の使用者に対する聴聞の期

日及び場所についての通知並びに公示（第 75条の２第３項にお

いて準用する場合を含む。) 

41 第 75条第９項の規定による文書の交付及び標章のはり付け

（第75条の２第３項において準用する場合を含む。）  

42 第75条第10項の規定による標章の除去の申請の受理及び除去

（第75条の２第３項において準用する場合を含む。）  

43 第75条の２第２項の規定による車両使用制限命令  

44 第75条の２の２第１項の規定による安全運転管理者を選任し

ている自動車の使用者又は安全運転管理者に対する必要な報告

又は資料の提出の命令  

45 第75条の２の２第２項の規定による速度、駐車若しくは積載

又は運転者の心身の状態に関しての自動車の使用者に対する必

要な報告又は資料の提出命令  

46 第75条の13第２項の規定による国土交通大臣等に対する意見

の聴取（第75条の16第２項において準用する場合を含む。）  

47 第75条の16第１項の規定による特定自動運行計画の変更の届

出の受理 

48 第75条の16第３項の規定による特定自動運行の許可事項に関

する軽微な変更の届出の受理  
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49 第75条の17の規定による特定自動運行の許可の公示  

50 第75条の25第１項の規定による特定自動運行に関する報告若

しくは資料の提出の要求又は検査若しくは質問  

51 第75条の25第４項の規定による他官公庁等への照会及び協力

要請 

52 第75条の26第１項の規定による特定自動運行実施者に対して

特定自動運行に関し必要な措置をとるべきことの指示  

53 第 75条の 26第２項の規定による行政庁に対する意見の聴取

（第75条の27第２項において準用する場合を含む。）  

54 第75条の27第３項の規定による特定自動運行の許可の取消し

の公示 

55 第75条の29の規定による特定自動運行の許可の取消し等の報

告 

56 第89条の規定による運転免許（以下この項において「免許」

という。）の申請の受理  

57 第89条第３項の規定による運転免許技能検査の申請の受理及

び施行規則第18条の２の３第５項の規定による運転免許技能検

査合格証明書の交付   

58 第90条第１項の規定による運転免許試験の合格者に免許を与

えること並びに免許の拒否及び保留  

59 第90条第４項及び第５項の規定による免許の拒否若しくは保

留又は免許を与えた後における免許の取消し若しくは免許の効

力の停止をしようとするときにおける弁明の聴取及び証拠の受

理 

60 第90条第５項の規定による免許の効力の停止  

61 第90条第８項の規定による適性検査命令及び診断書の提出命

令 

62 第90条第11項、第103条第９項及び第107条の５第９項の規定

による他の公安委員会に対する免許の取消し若しくは免許の効

力の停止又は自動車等の運転を禁止した旨の通知  
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63 第90条第12項、第103条第10項及び第107条の５第３項の規定

による講習修了者に対する免許の保留期間又は効力の停止期間

若しくは自動車等の運転の禁止期間の短縮  

64 第90条の２第２項の規定による講習を受けていない者に対す

る運転免許証（以下この項において「免許証」という。）の不交

付 

65 第91条の規定による免許の条件の付与若しくは変更又は施行

規則第18条の５の規定による限定解除審査の申請の受理  

66 第91条の２の規定による免許の条件の付与又は変更の申請の

受理 

67 第92条第１項及び第２項の規定による免許証の交付、免許証

に他の種類の免許に係る事項の併記  

68 第 93条第２項及び第 107条の５第８項の規定による条件の付

与又は変更、運転の禁止又は禁止期間の短縮等の処分を受けた

者の免許証に当該処分に係る事項の記載  

69 第93条の２の規定による免許証の記載事項の一部の電磁的方

法による記録 

70 第94条第１項の規定による免許証の記載事項の変更の届出受

理並びに変更事項の記載及び記録  

71 第94条第２項の規定による免許証の再交付に関する申請の受

理 

72 第95条の２第１項の規定による特定免許情報の記録等に関す

る申請の受理 

73 第95条の２第３項の規定による特定免許情報の電磁的方法に

よる記録（以下この項において「記録」という。）  

74 第95条の２第４項の規定による免許証及び免許情報記録個人

番号カードを有する者の免許証の返納  

75 第95条の２第10項の規定による免許証及び免許情報記録個人

番号カードを有する者の免許情報記録の抹消  

76 第95条の２第11項の規定による免許情報記録個人番号カード
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のみを有する者の免許証の交付申請の受理 

77 第95条の３の規定による免許情報記録の書換え及び条件の記 

録 

78 第97条の規定による運転免許試験の実施及び施行規則第 22条

第２項の規定による実施期日、場所等の指定  

79 第97条の規定による運転免許試験の実施及び施行規則第 24条

第７項の規定による技能試験に使用する車両の指定及び持込車

両の承認 

80 第97条の規定による運転免許試験の実施及び施行規則第 24条

第８項の規定による技能試験に従事する職員の指定及び解除  

81 第 97条の２第１項第３号イ及び第 101条の４第２項の規定に

よる認知機能検査 

82 第 97条の２第１項第３号イ及びハ並びに第 101条の４第３項

の規定による運転技能検査  

83 第97条の２第１項及び第３項の規定による運転免許試験の一

部免除 

84 第97条の２第４項の規定による運転免許試験の一部免除及び

施行規則第28条の規定による運転免許試験成績証明書の交付  

85 第 97条の３の規定による不正手段により運転免許試験を受

け、又は受けようとした者に対する運転免許試験の停止又は合

格の取消し及び受験の停止 

86 第98条第２項の規定による届出自動車教習所の届出、廃止及

び届出事項の変更届出  

87 第98条第３項の規定による届出自動車教習所に対する指導又

は助言（第108条の32の２第４項において準用する場合を含む。） 

88 第98条第４項の規定による自動車安全運転センターに対する

配慮の要求（第108条の32の２第４項において準用する場合を含

む。） 

89 第98条第５項の規定による届出をした自動車教習所を設置又

は管理する者に対する必要な報告又は資料の提出要求（第 108条
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の32の２第４項において準用する場合を含む。）  

90 第99条第１項の規定に基づく指定自動車教習所に対する施行

規則第36条の規定による指定申請書の記載事項の変更に係る届

出の受理 

91 第99条第１項の規定に基づく指定自動車教習所に対する施行

規則第37条の規定による指定書の交付  

92 第99条の２第４項及び第99条の３第４項の規定による資格者

証の交付 

93 第99条の２第４項第１号イ及び第99条の３第４項第１号イの

規定に基づく技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公

安委員会規則第３号。以下この項において「技能検定員審査等

に関する規則」という。）第１条の規定による技能検定員の審

査及び第10条の規定による教習指導員の審査  

94 第99条の６第１項の規定による指定自動車教習所を設置又は

管理する者に対する必要な報告又は資料の提出要求  

95 技能検定員審査等に関する規則第５条及び第 13条の規定によ

る審査合格証明書の交付  

96 技能検定員審査等に関する規則第８条及び第 16条第１項の規

定による資格者証の再交付  

97 技能検定員審査等に関する規則第９条及び第 16条第２項の規

定による資格者証の返納の命令  

98 第99条の７第１項及び第２項の規定による指定自動車教習所

に対する適合命令等  

99 第100条の２第１項、第２項及び第３項の規定による再試験の

実施 

100 第 100条の２第４項の規定による基準該当初心運転者に対す

る再試験の通知 

101 第 100条の３第１項の規定による他の公安委員会に対する試

験移送通知書の送付  

102 第 100条の３第２項から第４項までの規定による試験移送通
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知書の受理及び当該基準該当初心運転者に対する再試験の実施  

103 第101条及び第 101条の２の規定による免許証又は免許情報記

録（以下この項において「免許証等」という。）の更新及び定期

検査並びにその場合における適性検査の実施、条件の付与又は

変更 

104 第101条第３項の規定による更新連絡書の送付  

105 第101条の２第１項から第５項までの規定による更新申請の 

受付、質問票の交付、適性検査の実施及び免許証等の更新 

106 第 101条の２の２第１項及び第３項の規定によるその者の住

所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会（以下この項にお

いて｢経由地公安委員会｣という。）を経由して行う更新申請の

受理及び経由地公安委員会おいて行う免許情報記録の書換え申

請の受理 

107  第101条の２の２第５項の規定による適性検査結果等の通知 

108  第 101条の２の２第６項の規定による更新を受けようとする

者が第 108条の２第１項第 11号に掲げる講習を受けた場合の通

知 

109 第101条の２の２第７項の規定による適性検査の通知  

110 第 101条の３第２項の規定による講習を受けていない者に対

する更新手続の不受理  

111 第 101条の４第５項第１号から第３号までの規定による高齢

者講習、認知機能検査及び運転技能検査に係る案内の書面の送

付 

112 第101条の５の規定による免許を受けた者に対する報告徴収  

113 第101条の６第１項の規定による医師の届出の受理  

114 第101条の６第２項の規定による医師への回答  

115 第101条の６第４項の規定による管轄公安委員会への通知  

116 第101条の７第１項の規定による臨時認知機能検査の実施  

117 第 101条の７第２項の規定による臨時認知機能検査を行う旨

の書面による通知 
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118 第101条の７第４項の規定による第 108条の２第１項第12号に

掲げる講習の実施 

119 第101条の７第５項の規定による第 108条の２第１項第12号に

掲げる講習を行う旨の書面による通知  

120 第 102条第１項から第４項までの規定による臨時適性検査の

実施又は医師の診断書の提出命令  

121 第 102条第４項及び第５項の規定による運転免許試験に合格

した者又は免許を受けた者に対する臨時適性検査の実施  

122 第102条第６項の規定による臨時適性検査の通知  

123 第103条第１項の規定による免許の効力の停止  

124 第103条第３項及び第103条の２第５項の規定による他の公安

委員会に対する処分移送通知書、仮停止通知書及び免許証の送

付 

125 第 103条第６項の規定による適性検査命令及び診断書の提出

命令 

126 第103条第９項の規定による管轄公安委員会への通知  

127 第103条第10項の規定による第108条の２第１項第３号に掲げ

る講習を終了した者の免許の効力の停止の期間の短縮  

128 第104条第１項及び第107条の５第４項の規定による免許の取

消し又は免許の効力の停止、若しくは自動車等の運転の禁止に

係る意見の聴取の期日及び場所の通知並びに公示  

129 第104条の２第２項及び第107条の５第４項の規定による免許

の取消し、免許の効力の停止、又は自動車等の運転の禁止に係

る聴聞の期日及び場所の通知及び公示 

130 第 104条の２の２第１項及び第２項の規定による再試験に係

る免許の取消し 

131 第 104条の２の２第３項の規定による他の公安委員会に対す

る処分移送通知書の送付  

132 第 104条の２の２第６項の規定による免許の取消しに係る意

見の聴取の期日及び場所の通知及び公示 
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133 第 104条の２の２第７項の規定による他の公安委員会に対す

る免許の取消しをした旨の通知  

134 第 104条の２の３第１項の規定による免許の効力の暫定的停

止及び当該処分の解除  

135 第104条の２の３第２項の規定による弁明の機会の付与  

136 第 104条の２の３第３項の規定による臨時認知機能検査の未

受検、臨時高齢者講習の未受講、医師の診断書の提出命令違反

又は臨時適性検査の未受検に係る免許の効力の停止  

137 第 104条の２の４第３項の規定による他の公安委員会に対す

る処分移送通知書の送付  

138 第 104条の２の４第７項の規定による他の公安委員会に対す

る免許の取消しをした旨の通知  

139 第104条の４第１項の規定による免許の取消し申請の受理  

140 第104条の４第２項の規定による免許の取消し  

141 第 104条の４第３項の規定による申出に係る免許を与えるこ

と。 

142 第 105条の２第１項及び第３項の規定による運転経歴証明書

の交付申請及び運転経歴情報の記録申請の受理 

143 第 105条の２第２項及び第４項の規定による運転経歴証明書

の交付及び運転経歴情報の記録   

144 第106条及び第 107条の６の規定による免許の拒否、取消し、

免許証等の更新等に関する事項の国家公安委員会への報告  

145 第106条の２の規定による仮免許の取消し  

146 第106条の３及び第107条の10の規定による免許証の返納又は

提出されたものの受理及び提出に係る免許証の返還  

147 第 106条の３第２項の規定による他の種類の免許に係る免許

証の交付 

148 第106条の４第１項の規定による免許情報記録の抹消  

149 第 106条の４第２項の規定による他の種類の免許に係る免許

情報記録への書換え 
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150 第107条の規定による更新した旨を証する書面の交付 

151 第 107条の４第１項の規定による臨時適性検査の実施及び検

査の通知 

152 第107条の４第３項の規定による条件の付与又は変更  

153 第 107条の７第２項及び第３項の規定による国外運転免許証

の交付申請の受理及び交付  

154 第108条第１項の規定による免許関係事務の委託  

155 第 108条第１項の規定を受けた施行規則第 31条の４の２ただ

し書の規定に基づく運転免許に係る講習等に関する規則 (平成

６年国家公安委員会規則第４号 )第４条第２項第２号の規定に

よる審査及び講習の実施  

156 第108条の２第１項の規定による講習  

157 第108条の２第３項の規定による講習の委託  

158 第108条の３第１項の規定による初心運転者講習の通知  

159 第108条の３の２の規定による違反者講習の通知  

160 第108条の３の３の規定による若年運転者講習の通知  

161 第108条の３の４の規定による講習通知事務の委託  

162 第 108条の３の５の規定による特定小型原動機付自転車運転

者講習等の受講命令 

163 第 108条の３の６の規定による特定小型原動機付自転車運転

者講習等の受講命令等の報告及び通報の受理 

164 第 108条の５第３項の規定による運転適性指導員及び運転習

熟指導員の解任命令に対する弁明をなすべき日時及び場所並び

に当該処分をしようとする理由の通知  

165 第 108条の６第１項の規定による講習業務規程の認可及び変

更届出の受理 

166 第108条の８の規定による指定講習機関に対する適合命令等  

167 第 108条の９の規定による指定講習機関に対する必要な報告

又は資料の提出要求  

168 第 108条の 11第２項の規定による指定の取消しに対する弁明
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をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由の

通知 

169 第108条の12の規定に基づく指定講習機関に関する規則（平成

２年国家公安委員会規則第１号。以下「指定講習機関に関する

規則」という。）第５条第１項第５号の規定による運転適性指

導員の審査 

170 指定講習機関に関する規則第７条第１項第５号の規定による

運転習熟指導員の審査  

171 指定講習機関に関する規則第 11条の規定による講習結果報告

書の受理 

172 指定講習機関に関する規則第 13条の規定による事業報告書及

び収支決算書の受理  

173 第 108条の 29第１項の規定による地域交通安全活動推進委員

の委嘱 

174 第 108条の 29第５項の規定による地域交通安全活動推進委員

の解職 

175 第108条の29第６項及び第108条の30第４項の規定に基づく地

域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会

に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第７号。以下この

項において「地域交通安全活動推進委員等に関する規則」とい

う。）第１条第２項の規定による委嘱時における住民への周知

徹底 

176 地域交通安全活動推進委員等に関する規則第８条第２項の規

定による講習の実施  

177 地域交通安全活動推進委員等に関する規則第９条の規定によ

る指導 

178 地域交通安全活動推進委員等に関する規則第 10条の規定によ

る解嘱の通知及び弁明の機会の付与  

179 地域交通安全活動推進委員等に関する規則第 14条の規定によ

る報告又は資料の提出命令  
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180 地域交通安全活動推進委員等に関する規則第 15条の規定によ

る勧告 

181 第 108条の 30第３項の規定による地域交通安全活動推進委員

活動に関し必要と認められる意見の受理  

182 第 108条の 31第８項の規定に基づく交通安全活動推進センタ

ーに関する規則（平成 10年国家公安委員会規則第３号。以下こ

の項において「交通安全活動推進センターに関する規則」とい

う。）第７条第１項の規定による事業計画書及び収支予算書の

受理 

183 交通安全活動推進センターに関する規則第７条第２項の規定

による事業報告書及び収支決算書の受理  

184 交通安全活動推進センターに関する規則第７条第３項の規定

による交通安全活動推進センターの財産の状況及び事業の運営

に関する報告又は資料の提出の請求  

185 第 108条の 32の２第２項の規定による運転免許取得者等教育

の認定事項の公示 

186 運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成 12年国家公

安委員会規則第４号。以下この項において「認定教育規則」と

いう。）第５条第１項の規定による運転免許取得者等教育を行

う者からの認定申請の受理  

187 認定教育規則第７条第１項及び第３項の規定による運転免許

取得者等教育を行う者からの変更届出の受理  

188 認定教育規則第７条第２項の規定による運転免許取得者等教

育を行う者からの変更届出に係る事項の公示  

189 認定教育規則第12条の規定による運転免許取得者等教育の認

定の取消しの公示 

190 第 108条の 32の３第２項の規定による運転免許取得者等検査

の認定事項の公示 

191 運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年国家公

安委員会規則第８号。以下この項において「認定検査規則」と
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いう。）第６条第１項の規定による運転免許取得者等検査を行

う者からの認定申請の受理  

192 認定検査規則第８条第１項及び第３項の規定による運転免許

取得者等検査を行う者からの変更届出の受理  

193 認定検査規則第８条第２項の規定による運転免許取得者等検

査を行う者からの変更届出に係る事項の公示  

194 認定検査規則第13条の規定による運転免許取得者等検査の認

定の取消しの公示 

195 第108条の34の規定による行政庁又は使用者に対する通知  

196 第109条の２の規定による交通情報の提供  

197 第 110条の２第１項の規定による知事その他関係地方公共団

体の長に対する交通公害に関する資料の提供請求  

198 第 110条の２第２項の規定による知事及び関係地方行政機関

の長の意見聴取 

199 第 110条の２第３項の規定による道路管理者の意見聴取又は

緊急に行った交通規制についての事後通知  

200 第 110条の２第４項の規定による高速自動車国道の管理者と

の協議又は緊急に行った交通規制についての事後通知   

201 第 110条の２第５項の規定による当該地方公共団体の意見聴

取又は緊急に行った交通規制についての事後通知  

202 第 110条の２第６項の規定による当該地方公共団体の意見聴

取 

203 第 110条の２第７項の規定による路上駐車場設置計画を定め

なければならない者の意見聴取  

204 第 111条の規定による道路の交通に関する調査及び結果の通

知 

205 第 114条の５第１項の規定による自衛隊等の使用する車両以

外の車両の通行の禁止又は制限  

206 第114条の５第２項において準用する災害対策基本法(昭和36

年法律第223号)第76条第２項の規定による自衛隊等の使用する
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車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する区域又は道路の

区間等の周知措置及び国家公安委員会の指示の受理  

207 確認事務の委託の手続等に関する規則（平成 16年国家公安委

員会規則第23号。以下この項において「委託規則」という。）第

２条の規定による登録申請書の受理（委託規則第２条第３項に

おいて準用する場合を含む。）  

208 委託規則第６条の規定による駐車監視員資格者講習の公示  

209 委託規則第７条第１項の規定による受講申込書の受理  

210 委託規則第８条の規定による駐車監視員資格者講習の実施  

211 委託規則第９条第１項の規定による駐車監視員資格者講習修

了証明書の交付 

212 委託規則第９条第２項の規定による駐車監視員資格者講習修

了証明書再交付申請の受理  

213 委託規則第９条第２項の規定による駐車監視員資格者講習修

了証明書の再交付 

214 委託規則第10条第１項の規定による認定  

215 委託規則第10条第２項の規定による認定申請書の受理  

216 委託規則第10条第４項の規定による認定書の交付  

217 委託規則第10条第５項の規定による認定書再交付申請の受理  

218 委託規則第10条第５項の規定による認定書の再交付  

219 委託規則第11条第１項の規定による駐車監視員資格者証交付

申請書の受理 

220 委託規則第13条第１項の規定による駐車監視員資格者証書換

え交付申請の受理、事実確認資料の提示又は提出の要求  

221 委託規則第13条第１項の規定による駐車監視員資格者証の書

換え交付 

222 委託規則第13条第２項の規定による駐車監視員資格者証再交

付申請書の受理 

223 委託規則第13条第２項の規定による駐車監視員資格者証の再

交付 
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224 委託規則第14条第２項の規定による返納する駐車監視員資格

者証の受理 

225 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則（平

成６年国家公安委員会規則第１号。以下この項において「届出

教習所規則」という。）第４条の規定による変更の届出の受理  

226 届出教習所規則第７条の規定による特定届出自動車教習所を

設置し、又は管理する者に対する業務に関する報告又は資料の

提出要求 

227 届出教習所規則第８条の規定による指定の取消し  

228 道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下この項におい

て「施行令」という。）第 13条第１項の規定による緊急自動車

の指定及び届出の受理  

229 施行令第14条の２の規定による道路維持作業用自動車の指定

及び届出の受理 

230 施行令第33条の５の３第１項第１号ハ、第２項第１号ハ又は

第４項第１号ハの規定による教習の課程の指定  

231 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の過程の指定

に関する規則（令和４年国家公安委員会規則第４号。以下この

項において「特例教習課程指定規則」という。）第２条第１項

の規定による教習の課程の指定  

232 特例教習課程指定規則第３条の規定による指定書の交付  

233 特例教習課程指定規則第４条の規定による変更の届出の受理  

234 特例教習課程指定規則第８条の規定による特例教習実施施設

を設置し、又は管理する者に対する報告又は資料の提出要求  

235 特例教習課程指定規則第９条の規定による特例教習課程に係

る指定の取消し 

236 施行令第37条の４第１項第７号の規定による再試験の受験期

間の特例に関するやむを得ない事情の判断  

237 施行令第37条の６の４第６号の規定による臨時認知機能検査

の受検期間の特例に関するやむを得ない事情の判断  
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238 施行令第37条の８第３項の規定に基づく同第 37条の６の５第

６号の規定による違反者講習の受講期間の特例に関するやむを

得ない事情の判断 

239 施行令第41条の２の規定に基づく同第37条の11第７号の規定

による初心運転者講習の受講期間の特例に関するやむを得ない

事情の判断 

240 施行規則第９条の９の規定による安全運転管理者に対する教

習の実施及び安全運転管理者等の能力の認定  

241 施行規則第９条の19の規定による特定自動運行の許可証の交

付及び再交付 

242 施行規則第９条の22の規定による知事等に対する意見の聴取

（施行規則第９条の 23第２項において準用する場合を含む。）  

243 施行規則第９条の23第３項の規定による特定自動運行の許可

証の返納及び再交付  

244 施行規則第９条の25第３項の規定による特定自動運行の許可

証の書換え 

245 施行規則第９条の33の規定による特定自動運行の許可の取消

し又は停止に係る通知  

246 施行規則第９条の38第１項及び第３項の規定による特定自動

運行の許可証の返納  

247 施行規則第９条の38第４項の規定による特定自動運行の許可

証の返納に伴う公示  

248 施行規則第15条の２の規定による緊急自動車の運転資格の審

査 

249 施行規則第29条の３第２項の規定による専門的な知識を有す

る医師の認定 

250 施行規則第30条の７第５項の規定による免許取消し申請者に

対する免許の取消しをした旨の通知  

251 施行規則第30条の10の規定による運転経歴証明書の記載事項

の変更の届出受理及び変更事項の記載  

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
） 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 施行規則第30条の11の規定による運転経歴証明書の再交付申

請の受理 

253 施行規則第30条の12の規定による運転経歴証明書の返納の受

理 

254 施行規則第30条の15の規定による運転経歴情報記録個人番号

カードの記載事項の変更の届出受理  

255 施行規則第30条の16の規定による運転経歴情報の抹消の受理  

256 施行規則第31条の５第３項の規定による届出をした自動車教

習所の設置者又は管理者による当該自動車教習所の廃止又は変

更に係る届出の受理  

257 施行規則第31条の６の規定による届出をした自動車教習所の

設置者又は管理者に対する定期報告書の提出要求  

258 施行規則第33条第５項第２号ニの規定による教習指導員の認

定 

259 施行規則第36条の規定による指定申請書の記載事項の変更の

受理 

260 施行規則第38条第８項第２号の規定による応急救護処置の指

導能力の認定 

261 施行規則第38条の２の規定による講習終了証明書の交付  

262 施行規則第38条の４の６第１項及び第２項の規定による運転

免許取得者等教育を行う者に対する報告又は資料の提出要求  

263 施行規則第38条の４の７の規定による運転免許取得者等検査

を行う者に対する報告又は資料の提出要求  

264 技能検定員審査等に関する規則第２条の規定による公示（第

10条第２項において準用する場合を含む。）  

265 技能検定員審査等に関する規則第３条又は第 11条の規定によ

る申請の受理 

266 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を

定める規則（平成６年国家公安委員会規則第２号）第４号の規

定による応急救護措置に必要な知識の指導の能力の認定  
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267 岐阜県道路交通法施行規則（昭和 35年岐阜県公安委員会規則

第13号）第５条の３第３項の規定による道路標識等による交通

の規制の適用除外申請に対する取扱い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第５条第１項の規定による申請書の受理  

２ 第５条第２項の規定による認定及び通知 

３ 第５条第３項の規定による認定の拒否の通知  

４ 第５条第４項の規定による国土交通大臣との協議  

５ 第７条第２項の規定による国土交通大臣との協議  

６ 第８条第１項の規定による変更の届出等の受理  

７ 第８条第２項の規定による国土交通大臣への通知  

８ 第９条第１項及び第２項の規定による届出書の受理 

９ 第９条第３項の規定による国土交通大臣への通知  

10 第21条第１項の規定による報告、立入検査等  

11 第22条第１項の規定による指示と国土交通大臣への通知  

12 第22条第２項の規定による国土交通大臣からの通知の受理  

13 第23条第２項の規定による国土交通大臣からの要請の受理  

14 第23条第３項の規定による国土交通大臣との協議   

15 第24条第２項の規定による国土交通大臣との協議  

16 第25条第１項の規定による処分移送通知書の送付等   

17 第25条第２項の規定による指示  
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１ 第８条に規定する保管場所が確保されていないおそれがある

と認められる場合の通知の受理  

２ 第９条第１項に規定する保管場所が確保されていない自動車

の通行供用の制限命令  

３ 第９条第２項に規定する運行供用の制限の命令書の交付及び

運行禁止標章のはり付け  

４ 第９条第３項に規定する保管場所の確保の申告の受理  

５ 第９条第４項に規定する保管場所確保の申告に係る保管場所

の確認 

６ 第９条第５項に規定する保管場所確保の確認後の文書による

確認通知及び運行禁止標章の除去  

７ 第10条第２項に規定する自動車の保有者に対する聴聞の際の

釈明及び証拠の提出の機会の付与、聴聞の期日及び場所につい

ての通知並びに公示  

８ 第12条に規定する自動車の保有者又は自動車の保管場所を管

理する者に対する報告又は資料の提出要求  

９ 第13条第２項に規定する運送事業用自動車に係る監督行政庁

に対する通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第48条第２項の規定による防災訓練時における歩行者又は車

両の通行を禁止又は制限する区域又は道路の区間の指定  

２ 第76条第１項の規定による災害時等における車両の通行を禁

止又は制限する区域又は道路の区間の指定  

３ 第76条第２項の規定による災害時等における車両の通行を禁

止又は制限する区域又は道路の区間等の周知措置   

４ 第76条の４の規定による道路管理者への要請  

５ 第76条の５の規定による国家公安委員会の指示の受理  

６ 災害対策基本法施行令（昭和37年政令第288号。以下この項に

おいて「施行令」という。）第 20条の２第１項の規定による標

示の設置 
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７ 施行令第20条の２第２項の規定による回り道の明示  

８ 施行令第20条の２第３項の規定による道路管理者の意見聴取  

９ 施行令第20条の２第４項の規定による関係都道府県公安委員

会への通知 

10 施行令第20条の２第５項の規定による広報  

11 施行令第32条第１項の規定による標示の設置  

12 施行令第32条第２項及び第３項の規定による道路管理者及び

関係都道府県公安委員会への通知  

13 施行令第33条第１項の規定による災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている場合における緊急通行車両の確認  

14 施行令第33条第２項の規定による災害が発生し、又はまさに

発生しようとしている時よりも前における緊急通行車両の確認  

15 施行令第33条第３項の規定による標章及び証明書の交付  

16 施行令第33条の３の規定による道路管理者からの通知の受理  

17 災害対策基本法施行規則（昭和 37年総理府令第52号。以下こ

の項において「施行規則」という。）第６条の３第１項の規定

による標章及び証明書の書換え交付  

18 施行規則第６条の４第１項の規定による標章及び証明書の再

交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第24条の規定による警戒宣言が発せられた時の緊急輸送路を

確保するための、歩行者又は車両の通行の禁止又は制限  

２ 第32条第２項の規程による強化地域に係る地震防災訓練時に

おける歩行者又は車両の通行禁止又は制限する道路の区間の指

定 

３ 大規模地震対策特別措置法施行令（昭和 53年政令第385号。以

下この項において「施行令」という。）第 11条第１項の規定に

よる標示の設置 

４ 施行令第11条第２項の規定による道路管理者への通知  

５ 施行令第11条第３項の規定による関係都道府県公安委員会へ

の通知 
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６ 施行令第12条第１項の規定による警戒宣言が発せられた場合

における緊急輸送車両の確認 

７ 施行令第12条第２項の規定による警戒宣言が発せられる時よ

りも前における緊急輸送車両の確認  

８ 施行令第12条第３項の規定による標章及び証明書の交付  

９ 施行令第18条第１項の規定による標示の設置  

10 施行令第18条第２項の規定による回り道の明示  

11 施行令第18条第３項の規定による道路管理者の意見聴取  

12 施行令第18条第４項の規定による関係都道府県公安委員会へ

の通知 

13 施行令第19条第２項の規定による広報  

14 大規模地震対策特別措置法施行規則（昭和 54年総理府令第38

号。以下この項において「施行規則」という。）第６条の３第１

項の規定による標章及び証明書の書換え交付  

15 施行規則第６条の４第１項の規定による標章及び証明書の再

交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  第 28条第２項の規定に基づいて適用される災害対策基本法

（昭和36年法律第223号。以下この項において「災対法」という。）

第76条第１項の規定による原子力緊急事態宣言時における車両

の通行を禁止又は制限する区域又は道路の区間の指定  

２ 第28条第２項の規定に基づいて適用される災対法第76条の５

の規定による国家公安委員会の指示の受理  

３ 原子力災害対策特別措置法施行令（平成 12年政令第195号。以

下この項において「原災法施行令」という。）第８条第１項の

規定に基づいて適用される災害対策基本法施行令（昭和 37年政

令第288号。以下この項において「災対法施行令」という。）第

33条第２項の規定による原子力緊急事態宣言の前における緊急

通行車両の確認 

４ 原災法施行令第８条第２項の規定に基づいて適用される災対
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号
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法施行令第32条第１項の規定による標示の設置  

５ 原災法施行令第８条第２項の規定に基づいて適用される災対

法施行令第32条第２項及び第３項の規定による道路管理者及び

関係都道府県公安委員会への通知  

６ 原災法施行令第８条第２項の規定に基づいて適用される災対

法施行令第33条第１項の規定による原子力緊急事態宣言があっ

たときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における緊

急通行車両の確認 

７ １から６までのいずれかに係る次に掲げる事項  

 (1) 災対法第76条第２項の規定による原子力緊急事態宣言時に

おける車両の通行を禁止又は制限する区域又は道路の区間等の

周知措置 

 (2) 災対法第76条の４の規定による道路管理者への要請  

 (3) 災対法施行令第33条第３項の規定による緊急通行車両の標

章及び証明書の交付  

 (4) 災害対策基本法施行規則（昭和 37年総理府令第52号。以下

この項において「災対法施行規則」という。）第６条の３第１

項の規定による標章及び証明書の書換え交付  

 (5) 災対法施行規則第６条の４第１項の規定による標章及び証

明書の再交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第42条第２項の規定による訓練時における歩行者又は車両の

通行を禁止し、又は制限する区域又は道路の区間の指定  

２  第 155条第１項の規定による国民の保護の措置時における緊

急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する区域又は

道路の区間の指定 

３ 第155条第２項において準用する災害対策基本法（昭和 36年法

律第223号。以下「災対法」という。）第76条第２項の規定によ

る国民の保護の措置時における緊急通行車両以外の車両の通行

を禁止し、又は制限する区域又は道路の区間等の周知措置  

４  第 155条第２項において準用する災対法第 76条の５の規定に
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よる国民の保護の措置時における国家公安委員会の指示の受理  

５ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律施行令（平成16年政令第275号。以下「国民保護法施行令」と

いう。）第６条において準用する災害対策基本法施行令（昭和

37年政令第288号。以下「災対法施行令」という。）第 20条の２

第１項の規定による訓練時における標示の設置  

６ 国民保護法施行令第６条において準用する災対法施行令第 20

条の２第２項の規定による訓練時における回り道の明示  

７ 国民保護法施行令第６条において準用する災対法施行令第 20

条の２第３項の規定による訓練時における道路管理者の意見聴

取 

８ 国民保護法施行令第６条において準用する災対法施行令第 20

条の２第４項の規定による訓練時における関係都道府県公安委

員会への通知 

９ 国民保護法施行令第６条において準用する災対法施行令第 20

条の２第５項の規定による訓練時における広報  

10 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第32

条第１項の規定による国民の保護の措置時における標示の設置  

11 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第32

条第２項の規定による国民の保護の措置時における道路管理者

への通知 

12 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第32

条第３項の規定による国民の保護の措置時における関係都道府

県公安委員会への通知  

13 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第33

条第１項の規定による国民の保護の措置時における緊急通行車

両の確認 

14 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第33

条第２項の規定による国民の保護のための措置の実施前におけ

る緊急通行車両の確認  
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15 国民保護法施行令第 39条において準用する災対法施行令第33

条第３項の規定による国民の保護の措置時における緊急通行車

両の標章及び証明書の交付  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条の規定による許可（示威運動等の実施が公共の安全と

秩序に対して直接危険を及ぼすことがないと明らかに認められ

るものに限る。） 

２ 第５条第１項の規定による条件の付与（１の許可に係るもの

に限る。） 

 

 

 

 

 

 １ 第10条第３項の規定による公安委員会への通報の受理  
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 １ 第189条第１項の規定による司法警察職員の指定  

２  第 199条第２項の規定による逮捕状を請求することができる

司法警察員（第201条の２第１項に規定する司法警察員を含む。）

の指定 

 

 

 

 １  第 141条の２の規定による逮捕状を請求することができる司

法警察員を指定し、又は変更したときの地方裁判所への通知  

 

 

 

 

 １ 第23条第１項の規定による没収保全命令を請求することがで

きる司法警察員の指定  

 

 

 

 

 

 

 

 １ 第23条において準用する刑事訴訟規則（昭和23年最高裁判所

規則第32号）第141条の２の規定による没収保全命令を請求する

ことができる司法警察員を指定し、又は変更したときの地方裁

判所への通知 
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 １ 第19条第３項の規定による没収保全命令を請求することがで

きる司法警察員の指定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 第35条第３項の規定による没収保全命令を請求することがで

きる司法警察員の指定  

 １ 第４条第１項の規定による傍受令状を請求することができる

司法警察員の指定 

 

 

 

 

 １ 第２条第２項の規定による傍受令状を請求することができる

司法警察員を指定し、又は変更したときの地方裁判所への通知  
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１ 第５条第３項の規定による審査基準の公表  

２ 第６条の規定による標準処理期間の設定及び公表  

３ 第７条の規定による形式上の要件に適合しない申請の補正の

要求 

４ 第９条第１項の規定による申請に係る審査の進行状況及び申

請に対する処分の時期の見通しの提示  

５ 第９条第２項の規定による申請に必要な情報の提供  

６ 第10条の規定による公聴会の開催その他の適当な方法による

申請者以外の者の意見を聞く機会の設置  

７ 第11条第２項の規定による複数の行政庁が関与する場合の相

互連絡、説明の共同聴取等による審査の促進 

８ 第12条第１項の規定による処分基準の公表  

９ 第14条第１項及び第２項の規定による不利益処分の理由の提

示 

10 第15条第１項の規定による聴聞の通知  

11 第15条第３項の規定による事務所の掲示場への掲示  

12 第16条第３項の規定による代理人の資格を証明する書面の確

認 

13 第16条第４項の規定による代理人の資格を失った旨の届出の

受理 

14 第17条第３項において準用する第16条第３項の規定による代

理人の資格を証明する書面の確認 

15 第17条第３項において準用する第16条第４項の規定による代

理人の資格を失った旨の届出の受理 

16 第18条第１項の規定による資料の閲覧要求の受理 

17 第18条第３項の規定による資料の閲覧日時・場所の指定  

18 第19条第１項の規定による聴聞を主宰する職員の指名  

19 第20条第６項の規定による審理の公開の判断  

20 第24条第４項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧の要求

に対する許可 
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21 第25条において準用する第22条第２項及び第３項の規定によ

る当事者及び参加人への通知並びに所在が判明しない場合にお

ける事務所の掲示場への掲示  

22 第29条第１項の規定による口頭による弁明の機会の付与及び

弁明書の受理 

23 第29条第２項の規定による証拠書類等の受理  

24 第30条の規定による弁明の機会の付与の通知  

25 第31条において準用する第15条第３項の規定による事務所の

掲示場への掲示 

26 第31条において準用する第16条第３項の規定による代理人の

資格を証明する書面の確認  

27 第31条において準用する第16条第４項の規定による代理人の

資格を失った旨の届出の受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条第３項の規定による聴聞を主宰する職員の指名  

２ 第９条第１項の規定による当事者の申出又は職権による聴聞

の期日又は場所の変更  

３ 第９条第２項の規定による変更申出書の受理  

４ 第９条第３項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知 

５ 第10条第１項の規定による文書閲覧請求書の受理  

６ 第10条第２項の規定による閲覧日時・場所の通知  

７ 第12条第１項の規定による審理の公開の通知及び聴聞期日・

場所の公示 

８ 第19条第１項の規定による聴聞調書等閲覧請求書の受理  

９ 第19条第２項の規定による閲覧日時・場所の指定及び通知 

10 第21条第１項の規定による弁明録取者の指名  

11 第22条第３項の規定による弁明調書の受理  

12 第24条第２項において準用する第９条第１項の規定による当

事者の申出又は職権による弁明の日時又は場所の変更  

13 第24条第２項において準用する第９条第２項の規定による変

更申出書の受理 
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14 第24条第２項において準用する第９条第３項の規定による弁

明の日時又は場所の変更の通知  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第５条第３項の規定による審査基準の公表  

２ 第６条の規定による標準処理期間の設定及び公表  

３ 第７条の規定による形式上の要件に適合しない申請の補正の

要求 

４ 第９条第１項の規定による申請に係る審査の進行状況及び申

請に対する処分の時期の見通しの提示  

５ 第９条第２項の規定による申請に必要な情報の提供  

６ 第10条の規定による公聴会の開催その他の適当な方法による

申請者以外の者の意見を聞く機会の設置  

７ 第11条第２項の規定による複数の行政庁が関与する場合の相

互連絡、説明の共同聴取等による審査の促進 

８ 第12条第１項の規定による処分基準の公表  

９ 第14条第１項及び第２項の規定による不利益処分の理由の提

示 

10 第15条第１項の規定による聴聞の通知  

11 第15条第３項の規定による事務所の掲示場への掲示  

12 第16条第３項の規定による代理人の資格を証明する書面の確

認 

13 第16条第４項の規定による代理人の資格を失った旨の届出の

受理 

14 第17条第３項において準用する第16条第３項の規定による代

理人の資格を証明する書面の確認 
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15 第17条第３項において準用する第16条第４項の規定による代

理人の資格を失った旨の届出の受理 

16 第18条第１項の規定による資料の閲覧要求の受理 

17 第18条第３項の規定による資料の閲覧日時・場所の指定  

18 第19条第１項の規定による聴聞を主宰する職員の指名  

19 第20条第６項の規定による審理の公開の判断  

20 第24条第４項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧の要求

に対する許可 

21 第25条において準用する第22条第２項及び第３項の規定によ

る当事者及び参加人への通知並びに所在が判明しない場合にお

ける事務所の掲示場への掲示  

22 第27条第１項の規定による口頭による弁明の機会の付与及び

弁明書の受理 

23 第27条第2項の規定による証拠書類等の受理  

24 第28条の規定による弁明の機会の付与の通知  

25 第29条において準用する第15条第３項の規定による事務所の

掲示場への掲示 

26 第29条において準用する第16条第３項の規定による代理人の

資格を証明する書面の確認  

27 第29条において準用する第16条第４項の規定による代理人の

資格を失った旨の届出の受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３条第３項の規定による聴聞を主宰する職員の指名  

２ 第９条第１項の規定による当事者の申出又は職権による聴聞

の期日又は場所の変更  

３ 第９条第２項の規定による変更申出書の受理  

４ 第９条第３項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知 

５ 第10条第１項の規定による文書閲覧請求書の受理  

６ 第10条第２項の規定による閲覧日時・場所の通知  

７ 第12条第１項の規定による審理の公開の通知及び聴聞期日・

場所の公示 
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８ 第19条第１項の規定による聴聞調書等閲覧請求書の受理  

９ 第19条第２項の規定による閲覧日時・場所の指定及び通知 

10 第21条第１項の規定による弁明録取者の指名 

11 第22条第３項の規定による弁明調書の受理  

12 第24条第２項において準用する第９条第１項の規定による当

事者の申出又は職権による弁明の日時又は場所の変更  

13 第24条第２項において準用する第９条第２項の規定による変

更申出書の受理 

14 第24条第２項において準用する第９条第３項の規定による弁

明の日時又は場所の変更の通知  

 １ 第３条及び第４条第２項の規定による意見の聴取を主宰する

職員の指名 

２ 第５条第１項及び第２項の規定による代理人資格証明書及び

代理人資格喪失届出書の受理  

３ 第６条第１項及び第２項並びに第３項の規定による補佐人出

頭許可申請書の受理及びその許可並びに通知  

４ 第８条第２項及び第３項並びに第４項の規定による意見の聴

取期日・場所変更届出書の受理及び変更したときの通知並びに

公示 

５ 第13条の規定による意見の聴取調書の受理  

６ 第15条第３項の規定による弁明調書の受理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際に

おける都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」（昭和

40年４月20日付け運輸事務次官と警察庁次長との覚書）及び「特

別積合せ貨物運送事業の許可申請事案の調査の際における都道

府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」（平成元年３月 27

日付け警察庁交通局長と運輸省貨物流通局長との覚書）による

意見書の提出 

２ 道路法第95条の２第１項及び第２項の規定による道路管理者
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への意見及び緊急に行われた通行の禁止又は制限の通知の受理  

３ 高速自動車国道法第 24条の２の規定による国土交通大臣（国

土交通大臣の職務権限を代行する者を含む。）への意見又は緊

急に行われた通行の禁止又は制限の通知の受理  

４ 「砂利採取法の制定に伴う覚書について」（昭和 43年３月27

日付警察庁丙交企発第15号、43化第352号、建設省河政第28号）

に基づく調査 

５ 都市公園法（昭和31年法律第79号）に係る「園内移動用施設

の設置に関する警察庁と建設省との覚書」（昭和 57年５月15日

付け警察庁丁規発第 33号、建設省都公緑発第 45号）に基づく意

見聴取に対する意見（回答）  

６ 国家公安委員会・警察庁防災業務計画（昭和 38年６月国家公

安委員会・警察庁）に基づく緊急通行車両等の事前届出に関す

る取扱い 

〔昭44県公委規程１号同５号昭 47県公委規程８号同交企発 242号昭 48県公委規程

１号同７号昭53県公委規程２号昭56県公委規程２号同５号同７号昭57県公委規

程１号同５号昭58県公委規程１号同３号昭59県公委規程２号昭60県公委規程１

号同２号昭62県公委規程１号同４号同５号平元県公委規程１号同３号平２県公

委規程４号同５号平３県公委規程２号平４県公委規程２号同３号平５県公委規

程２号同４号平６県公委規程３号同７号平７県公委規程１号同２号同４号平８

県公委規程１号同３号平９県公委規程３号平 10県公委規程２号同４号同６号平

11県公委規程１号同３号平12県公委規程２号同４号平12県公委規程５号同６号

平14県公委規程10号同12号平15県公委規程２号同３号同４号平16県公委規程３

号同４号平17県公委規程４号同13号平18県公委規程３号同６号同７号同10号同

12号平19県公委規程３号同６号同７号同 10号・平20県公委規程１号同５号同６

号８号・平21県公委規程３号同５号同７号・平22県公委規程２号同３号同４号・

平成23年県公委規程１号同２号・平成24年県公委規程２号同４号・平成25年県

公委規程２号・平成 26年県公委規程１号同５号・平成27年県公委規程８号・平

成28年県公委規程２号同５号同７号・平成 29年県公委規程１号同４号同５号・

平成30年県公委規程２号・令和３年県公委規程３号・令和４年県公委規程３号

そ
の
他 
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同９号・令和５年県公委規程５号・同６号・同８号・同 13号・令和６年県公委

規程２号・同５号・同７号・同９号・令和７年県公委規程６号・同10号・本表

一部改正〕 

   附 則 〔昭和42年11月１日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、昭和42年11月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和44年11月１日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和44年11月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和47年10月27日岐阜県公安委員会規程第８号〕  

 この規程は、昭和47年11月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和47年６月３日交企発第242号〕 

 この規程は、昭和47年４月28日から施行する。 

   附 則 〔昭和48年３月31日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和48年４月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和48年７月23日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、昭和48年８月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和51年４月１日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、昭和51年４月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和53年12月１日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、昭和53年12月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和56年１月23日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、昭和56年１月23日から施行する。 

   附 則 〔昭和56年４月１日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、昭和56年４月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和56年３月27日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、昭和56年３月27日から施行する。 

   附 則 〔昭和56年10月１日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、昭和56年10月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和57年１月１日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和57年１月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和57年１月１日岐阜県公安委員会規程第５号〕  
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 この規程は、昭和57年１月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和58年１月１日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和58年１月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和58年３月25日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、昭和58年４月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和59年10月１日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、昭和59年10月１日から施行する。  

   附 則 〔昭和60年１月22日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和60年１月22日から施行する。 

   附 則 〔昭和60年２月１日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、昭和60年２月13日から施行する。 

   附 則 〔昭和62年１月10日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、昭和62年１月10日から施行する。 

   附 則 〔昭和62年３月23日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、昭和62年３月23日から施行する。 

   附 則 〔昭和62年４月１日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、昭和62年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成元年３月24日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成元年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成元年５月19日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成元年５月19日から施行する。 

   附 則 〔平成２年８月10日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成２年９月１日から施行する。  

   附 則 〔平成２年12月21日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成３年１月１日から施行する。  

   附 則 〔平成３年10月22日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、公布の日から施行する。  

   附 則 〔平成４年４月24日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成４年５月１日から施行する。  

   附 則 〔平成４年10月23日岐阜県公安委員会規程第３号〕  
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 この規程は、平成４年11月１日から施行する。  

   附 則 〔平成５年７月９日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成５年７月９日から施行する。  

   附 則 〔平成５年８月６日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成５年８月６日から施行する。  

   附 則 〔平成６年５月６日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成６年５月10日から施行する。 

   附 則 〔平成６年10月14日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 （施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。  

２ この規程による改正後の岐阜県公安委員会公印規程は、平成６年 11月１日か

ら施行する。 

 （岐阜県公安委員会公印規程の一部改正）  

３ 岐阜県公安委員会公印規程（昭和42年岐阜県公安委員会規程第１号）の一部

を次のように改正する。  

  次のよう省略 

   附 則 〔平成７年１月27日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成７年１月27日から施行する。 

   附 則 〔平成７年７月17日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成７年７月17日から施行する。 

   附 則 〔平成７年10月18日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成７年10月18日から施行する。 

   附 則 〔平成８年４月１日岐阜県公安委員会規程第１号〕 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成８年８月９日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成８年８月12日から施行する。 

   附 則 〔平成９年９月30日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成９年10月１日から施行する。  

   附 則 〔平成10年４月１日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成10年４月１日から施行する。  
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   附 則 〔平成10年９月４日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成10年10月１日から施行する。  

   附 則 〔平成10年10月23日岐阜県公安委員会規程第６号〕  

 この規程は、平成10年11月１日から施行する。  

   附 則 〔平成11年３月15日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成11年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成11年10月１日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成11年11月１日から施行する。  

   附 則 〔平成12年３月８日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成12年３月27日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成12年５月１日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成12年５月１日から施行する。  

   附 則 〔平成12年６月23日岐阜県公安委員会規程第６号〕  

 この規程は、平成12年７月１日から施行する。  

   附 則 〔平成12年11月17日岐阜県公安委員会規程第 10号〕 

 この規程は、平成12年11月24日から施行する。 

   附 則 〔平成13年３月23日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成13年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成14年３月29日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成14年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成14年６月28日岐阜県公安委員会規程第 10号〕 

 この規程は、平成14年７月１日から施行する。  

   附 則 〔平成14年８月９日岐阜県公安委員会規程第 12号〕 

 この規程は、平成14年８月９日から施行する。  

   附 則 〔平成15年３月31日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成15年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成15年10月３日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成15年10月３日から施行する。  
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   附 則 〔平成15年11月28日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成15年12月１日から施行する。  

   附 則 〔平成16年３月23日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成16年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成16年６月25日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成16年７月１日から施行する。  

   附 則 〔平成17年３月11日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成17年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成17年10月21日岐阜県公安委員会規程第 13号〕 

 この規程中第１条の規定は平成17年10月21日から、第２条の規定は平成18年２

月１日から施行する。  

   附 則 〔平成18年３月17日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成18年３月17日から施行する。 

   附 則 〔平成18年３月24日岐阜県公安委員会規程第６号〕  

 この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 〔平成18年４月28日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、平成18年５月１日から施行する。  

   附 則 〔平成18年５月26日岐阜県公安委員会規程第 10号〕 

 この規程は、平成18年６月１日から施行する。  

   附 則 〔平成18年７月７日岐阜県公安委員会規程第 12号〕 

 この規程は、平成18年７月７日から施行する。  

   附 則 〔平成19年２月16日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成19年２月16日から施行する。 

   附 則 〔平成19年５月25日岐阜県公安委員会規程第６号〕 

 この規程は、平成19年６月１日から施行する。ただし、別表道路交通法の項の

改正規定は、平成19年６月２日から施行する。  

   附 則 〔平成19年７月27日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、平成19年８月31日から施行する。 

   附 則 〔平成19年11月30日岐阜県公安委員会規程第 10号〕 

 この規程は、平成19年12月10日から施行する。 
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   附 則 〔平成20年２月19日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成20年３月１日から施行する。  

   附 則 〔平成20年７月28日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成20年８月１日から施行する。  

   附 則 〔平成20年９月26日岐阜県公安委員会規程第６号〕  

 この規程は、平成20年10月１日から施行する。  

   附 則 〔平成20年11月21日岐阜県公安委員会規程第８号〕  

 この規程は、平成20年12月１日から施行する。ただし、別表にオウム真理教犯

罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の項を加える改正規定

は、平成20年12月18日から施行する。 

   附 則 〔平成21年５月22日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成21年６月１日から施行する。  

   附 則 〔平成21年11月20日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成21年12月４日から施行する。  

   附 則 〔平成21年12月11日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、平成22年１月４日から施行する。  

   附 則 〔平成22年３月26日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成22年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成22年４月７日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、平成22年４月19日から施行する。 

   附 則 〔平成22年７月23日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成22年７月23日から施行する。 

   附 則 〔平成23年３月30日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成23年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成23年７月22日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成23年８月１日から施行する。  

   附 則 〔平成24年３月23日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成24年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成24年10月30日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成24年10月30日から施行する。 
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   附 則 〔平成25年９月13日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成25年10月１日から施行する。  

   附 則 〔平成26年３月３日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成26年３月３日から施行する。  

   附 則 〔平成26年９月16日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成26年10月１日から施行する。  

   附 則 〔平成27年７月10日岐阜県公安委員会規程第８号〕  

 この規程は、平成27年７月10日から施行する。 

   附 則 〔平成28年３月22日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成28年３月22日から施行する。 

   附 則 〔平成28年３月30日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。  

   附 則 〔平成28年11月30日岐阜県公安委員会規程第７号〕  

 この規程は、平成28年11月30日から施行する。 

   附 則 〔平成29年１月16日岐阜県公安委員会規程第１号〕  

 この規程は、平成29年１月16日から施行する。 

   附 則 〔平成29年３月10日岐阜県公安委員会規程第４号〕  

 この規程は、平成29年３月12日から施行する。 

   附 則 〔平成29年６月13日岐阜県公安委員会規程第５号〕  

 この規程は、平成29年６月14日から施行する。 

   附 則 〔平成30年３月27日岐阜県公安委員会規程第２号〕  

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。  

   附 則 〔令和３年10月29日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、令和３年10月29日から施行する。 

   附 則 〔令和４年５月13日岐阜県公安委員会規程第３号〕  

 この規程は、令和４年５月13日から施行する。 

   附 則 〔令和４年10月１日岐阜県公安委員会規程第９号〕  

 この規程は、令和４年10月１日から施行する。  

   附 則 〔令和５年５月19日岐阜県公安委員会規程第５号〕 

 この規程は、令和５年５月19日から施行する。 
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   附 則 〔令和５年７月５日岐阜県公安委員会規程第６号〕  

 この規程は、令和５年７月５日から施行する。  

   附 則 〔令和５年８月31日岐阜県公安委員会規程第８号〕  

 この規程は、令和５年９月１日から施行する。  

   附 則 〔令和５年12月13日岐阜県公安委員会規程第 13号〕 

 この規程は、集会及び集団行進並びに集団示威運動に関する条例施行規則の一

部を改正する規則の施行の日（令和６年１月１日）から施行する。  

   附 則 〔令和６年２月８日岐阜県公安委員会規程第２号〕 

 この規程は、令和６年２月15日から施行する。 

   附 則 〔令和６年３月27日岐阜県公安委員会規程第５号〕 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

   附 則 〔令和６年７月３日岐阜県公安委員会規程第７号〕 

 この規程は、令和６年８月１日から施行する。 

   附 則 〔令和６年11月13日岐阜県公安委員会規程第９号〕 

 この規程は、令和６年12月２日から施行する。 

   附 則 〔令和７年８月６日岐阜県公安委員会規程第６号〕 

 この規程は、令和７年８月８日から施行する。 

附 則 〔令和７年11月26日岐阜県公安委員会規程第10号〕 

 この規程は、令和７年11月28日から施行する。 

   附 則 〔令和８年５月29日岐阜県公安委員会規程第１号〕 

 この規程は、令和８年６月１日から施行する。  


